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【要旨】
　発達障害者支援法が施行され約20年が経過しその間に改正もされ現在に至っている。こ
どもを取り巻く環境は少子化にともなう人口減少やコロナ禍の影響も加わりリハビリテー
ション（以下、リハ）を提供する場所や必要とする対象者においても変化があらわれてい
る。作業療法士が提供する作業療法の手法は変わらないとしても作業療法士に求められる
視点や支援技術は対象者に応じた多様性と柔軟性が求められている。また、作業療法士の
質を担保するためには提供される作業療法の一貫性と継続性のある支援が求められてい
る。さらに作業療法士が介入する場所も医療提供施設から福祉関連施設や学校教育の現場
等、自宅を含めた生活の場である地域を主体とした環境へと変化している。そこで、今
回、一人の作業療法士としての実践を振り返りこどもを取り巻く環境変化についてその現
状と課題を整理し、これからの作業療法士が目指すべき方向性と役割について述べる。
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こども領域における作業療法士としての介入実践を振り返る

愛媛十全医療学院　
作業療法学科　顧問　三澤　一登

【はじめに】
　私が、作業療法士を目指しこども領域
で作業療法の実践を経験したのは臨床実
習が最初の場であった。当時は、脳性麻
痺を主体とした肢体不自由児が中心で、
こどものリハは整肢療護園（現、こども
療育センター）を中心とした医療提供施
設が中心であった。また、リハに関わる
専門職も少ない状況にありこども領域は
限られた特別な領域との認識が今でも存
在している。養成校を卒業し国家資格を
取得後は、附属病院で作業療法を実践し
学生教育に関わる毎日であった。その数
年後に、重症心身障害児の家族が我が子
にリハを身近な場で受けさせたいとの思
いで附属病院を受診され、私が本格的に
こどもの領域に関わる機会を得ることと
なった。現在は、現職の立場で依頼を受
け主に県および市等からこども関連事業
を中心とした活動を行っている。今回は、
作業療法士として取り組んできた作業療
法実践を振り返り、こども領域に関連す
る背景を踏まえながら現状と課題を作業
療法士の視点で捉え整理する。また、こ
れからの作業療法士のあるべき姿の一助
となれるよう自身の反省も踏まえ報告す
る。

【発達障害者支援法の意義と経過】
　2005 年 4 月 1 日に施行された発達障害
者支援法 1）（以下、支援法）のねらいは、
発達障害の定義と法的な位置づけの確立、
乳幼児期から成人期までの地域における
一貫した支援の促進、専門家の確保と関
係者の緊密な連携の確保、子育てに対す
る国民の不安の軽減である。また、日本
における障害者手帳制度においては、身
体障害・精神障害・知的障害の 3 障害が
主となっており、はじめて発達障害が明
確に位置付けられたことは今後の施策に
大きな影響を及ぼすことになる。その支
援法で提示された定義「発達障害とは、
自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、
注意欠陥多動性障害などの、通常低年齢
で発現する脳機能の障害」と明記されて
いる。一般的に目に見える障害に対して
の理解は得られると同時に支援の対象と
なりえるが、目に見えない障害に対する
適切な理解は困難であり支援に関しては
対象にならないのが現状である。
　2016 年 8 月 1 日に施行された改正支援
法 2）において新たに加えられた主な概要
として目的および基本理念に 2 項目が追
記される。A. 個人としての尊厳に日常生
活・社会生活を営むことができるように、
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発達障害の早期発見と発達支援を行い、
支援が切れ目なく行われることに関する
国及び地方公共団体の責務を明らかにす
る。B. 発達障害者の自立及び社会参加の
ための生活全般にわたる支援を図り障害
の有無によって分け隔てられることがな
く社会的障壁の除去と相互に人格と個性
を尊重し意志決定の支援に配慮しながら
共生する社会の実現に資する。さらに従
来の支援法に提示されている定義に社会
的障壁により日常生活又は社会生活に制
限を受けるものが追記される。また、具
体的な内容として国民の責務として発達
障害への理解及び協力と事業主には就労
支援を大学及び高等専門学校は発達障害
の特性に応じた適切な教育上の配慮をす
ることが示される。
　支援法によって発達障害の適切な理解・
啓発の促進につながり、新たに支援の対
象となったことで支援体制の構築や整備
につながることは大きな意味をもつこと
になる。
　現在、社会情勢の急速な変化にも対応
できるよう新たに支援法の改正に向け当
事者参画を明確に位置付け準備が進めら
れている。重要な視点として議論される
内容として、1 障害者の権利擁護の視点
を重視した意志決定の重要性、2 現行の
支援体制に位置付けられた各種支援セン
ターの役割と機能整備、3 支援提供者の
専門性を含めた質的担保のための人材育
成等が予測される。
　これまでの支援法と改正支援法を振り
返ると、1 発達障害の早期発見と発達支
援、2 切れ目のない支援体制の構築、3 国
及び地方公共団体の責務に加え国民も追
記、4 社会的障壁の除去、5 人権を尊重し
た意志決定の重視、6 就労・就学の場に
おける配慮、7 切れ目のない支援体制、8
専門職の専門性と人材育成の確立等であ
る。この背景には、住み慣れた地域で一
貫した支援の継続を確保し当事者・家族
を含む共生社会の実現にむけた取り組み
の一環として認識できる。我々、医療専
門職としての作業療法士にとっては理解

しておくべき重要な項目である。

【関係省庁における施策の現状】
　こども領域に限らず作業療法士にとっ
て重要なのは、基本的には 2 年に 1 回の
診療報酬・3 年に 1 回の障害福祉サービ
ス料等の改定が実施され、施策のなかで
作業療法士の支援技術が報酬上に位置付
けられどの程度評価されているのかであ
る。単に報酬上のことだけではなく作業
療法士が活躍する領域も拡大しているな
かで関係省庁の施策については興味と関
心を持ち知識と理解を深めることである。
重要なのは、施策に対し医療専門職とし
ての作業療法士が当事者・家族を中心に
代弁し活躍できる場と役割について政策
提言できるかである。そのためには、作
業療法士が活躍している様々な場で作業
療法士が提供している支援技術および成
果を共有し、個々で研鑽する向上心をもっ
て具体的な行動を起こすことである。
　以下、関係省庁の主な施策について述
べる。

１．厚生労働省
　1　地域包括ケアシステムの構築
　共生社会の実現に向けて厚生労働省に
おいては 2025 年を目途に可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生
の最期まで続けることができるよう、地
域の包括的な支援サービス提供体制 3）を
構築するとしている。今年度は、その実
態を検証していくことが重要で高齢者だ
けでなく障害者も含めたこれからの地域
包括ケアシステムの対応が求められる。
また、専門的なサービスを提供するため
の 3 つの項目、「医療・看護」「介護・リハ」

「保健・福祉」に関わる作業療法士も地域
の特性に応じた介入が求められている。
　2　障害児・者を取り巻く環境
　身体・知的障害に加えて発達障害の概
念が加わったことで支援を必要としてい
る対象者は増加傾向にある。早期発見・
早期支援の観点からも母子保健の充実が
求められ、健診事業のあり方も問われて
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いる。その中で、特に就学前の 5 歳児健
診は 1 歳半・3 歳児健診とは異なり、今後、
作業療法士にとっても重要な事業となり
える。また、健診事業に関しては地方自
治体においても部署横断的な取り組みが
問われ個人情報の取り扱いを含めた情報
共有のあり方も問われることになる。
　さらに、少子化が進む一方で当事者・
家族のニーズも個別性と多様性を求めら
れ作業療法士としては図 1. 図 2 を参考に
ライフステージを視野に入れた柔軟な対
応が求められている。

　3　医療領域と障害保健福祉領域　　
　当事者・家族が公的なサービスの提供
を受けるためにはいずれかの障害者手帳
を取得する必要がある。その際には医師
による診断が求められ医療機関を受診す
る必要がある。その一方で、専門的な支
援を受ける場所は医療領域だけでなく障
害福祉領域にも存在し様々なサービスを
利用することが可能である。その背景に
あるのは対象年齢によって異なる制度で
あること、サービス利用の際は当事者・
家族の意志による選択に委ねられている
からである。こども領域において主たる

関わりは医療なのか福祉なのかの判断は
現行で難しい側面もあるが、いずれかの
サービス提供に関わる作業療法士は自身
が勤務している場所の位置付けや役割・
機能を理解し地域特性を見据えた対応が
重要なことを理解しておく必要がある。
　4　新たな地域医療構想
　2024 年 12 月に新たな地域医療構想 4）の
取りまとめ概要が報告されている。2040
年を見据え全ての地域・世代の患者が、
適切に医療介護を受けながら生活し必要
に応じて入院し、日常生活に戻ることが
でき、同時に、医療従事者も持続可能な
働き方を確保できる医療提供体制を構築。

「治す医療」と「治し支える医療」を担う
医療機関の役割分担を明確にし、地域完
結型の医療・介護提供体制を構築。外来・
在宅・介護連携等も新たな地域医療構想
の対象とすると明記されている。こども
はいずれ大人になり高齢者の中には様々
な障害のある方も含まれる。地域完結型
の提供体制の構築には地域特性を有効活
用し効率化を目指す一方で質を問われる
ことになる。作業療法士も今後の動向に
関心を示し議論の場に介入できるよう行
動を起こす時である。自分たちのことは
自分たちで対応を考え対処すべきであり、
他力本願では何も解決しないことを認識
しておく必要がある。
　5　報酬との関連性
　　⑴　診療報酬
　診療報酬上は、図 3 に示すとおり 1 脳
血管疾患等の疾患別リハ料と 2 障害児者
リハ料の2つの算定方法がある。主に1は、
外来診療での対応が主となるが重症心身
障害児者等の場合は後者の対応となり入
所施設での対応となる。医療提供施設の
機能により算定が異なり結果的に 1 単位
の報酬料及び総単位数も対象者の疾患や
状態により異なる現状にある。また、対
象が脳性麻痺を主体とする肢体不自由児
から発達障害者支援法で定義されている
発達障害が含まれることで対応する作業
療法士に求められる支援内容や技術も状
況に応じた柔軟な対応が求められる。

図1．ライフステージで変化する支援内容と提供場所

図2．ライフステージで変化する人的・物理的環境の変化
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　　⑵　障害福祉サービス料等
　障害福祉サービスの体系は、主に介護
給付と訓練等給付があり介護給付には訪
問系・日中活動系・施設系があり、訓練
等給付は居住支援系・訓練系・就労系に
分類されている。また、医療と異なり医
療専門職である作業療法士の位置づけが
障害福祉サービス料においては診療報酬
と異なり直接的な技術料の評価に至って
ないのが現状である。専門職の配置加算
等の位置づけなので、そもそもの医療な
のか福祉なのかの判断が難しい側面はあ
るが今後も引き続き専門職として技術料
に反映できるよう成果・効果を提示して
いく必要がある。
　6　その他
　障害福祉計画を基本に、国や地方自治
体は将来を見据えた体制構築に向けた体
制整備が進められている。地方特性をど
う認識し実態に即した対応が求められる
一方で専門職の質が今まさに問われてい
る。
　専門性に特化した研鑽は言うまでもな
く我々が対象としている当事者・家族を
第一優先に考える今できる支援の提供に
おいて、今の障害児・者に関する関連法
や制度設計等を認識しておく必要がある。
　障害者の権利擁護の推進、生活を踏ま
えた自立支援、就学・就労移行及び継続
的な支援、地域を含めた人々の障害に対
する理解・啓発の促進、専門領域を極め
ることも重要だが社会全体の動向に関し
ても同等の興味・関心を持つことで作業
療法士としての自分を活かす術も発見で
きる。

２．文部科学省
　2005 年 12 月 8 日に中央教育審議会に
おいて特別支援教育制度を推進するため
の制度のあり方について（答申）が提示
されている。2006 年 6 月 21 日には学校
教育基本法を一部改正した法律が公布さ
れ 2007 年 4 月 1 日から施行された。従来
の特殊教育から特別支援教育へと変換さ
れ学校教育基本法が 50 年ぶりに改正され
た節目の年といえる。特別支援教育に至
る背景には障害者権利擁護の立場からそ
の理念を踏まえ、障害のある無しに関わ
らず可能な限り共に教育を受けられるよ
う条件を整備する。そして、障害のある
こどもの自立と社会参加を見据え、一人
ひとりの教育的ニーズに最も的確に指導
を提供できるよう、通常の学級、通級に
よる指導、特別支援学級、特別支援学校
といった、連続性のある多様な学びの場
の整備を行うことになる。このことが契
機となり作業療法士が学校教育の現場に
介入できるようになる。   
　本件に関しては、日本作業療法士協会
及び日本発達障害ネットワーク 5）（以下、
JDDnet）の立場で現在も継続的に働きか
けている。
　1　特別支援教育
　2021 年 1 月新しい時代の特別支援教育
の在り方に関する有識者会議の報告 6）で
は、これからの特別支援教育の方向性が
示されている。特別支援教育の基本的な
考え方は変わらないが、障害のある子供
の学びの場の整備・連携強化に就学前に
おける早期からの相談・支援の充実に乳
幼児健診や 5 歳児健診の活用が入ってい
る。また、特別支援教育を担う教師の専
門性の向上では全ての教師が発達障害の
特性を踏まえた学級経営・授業づくりを
研鑽、校内人材を活用した OJT による支
援体制の充実をはかる。さらに特別支援
教育に係わる資質を教員育成指導に位置
付け小中高等学校と特別支援学校間の人
事交流を推奨と明記されている。また、
2023 年〜 2027 年にかけて新たな教育振
興基本計画 7）の概要も示されている。こ

図3． 障害児・者に関わる各種法・制度
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のことは、学校教育に介入するにあたり
教員と連携をしていく上で作業療法士も
認識しておく必要がある。
　通常学校に在籍する特別な教育的支援
を必要とする児童生徒に関する調査 8）を
実施している。この調査結果は、今後の
施策の在り方等の検討をする際の基礎資
料とすることを目的に実施されている。
2022 年の報告では小中学校における学習
面または行動面で著しい困難を示す割合
が 8.8％（内、学習面で著しい困難を示す
割合が 6.5％）の報告がある。2012 年の
報告では小・中学校における通常の学級
において発達障害の可能性がある児童生
徒は 6.5％程度の在籍率の報告（学級担任
を含み複数の教員により判断された回答
に基づくものであり医師の判断によるも
のではない点に留意が必要）がある。単
純に比較はできないが学校教育の現場で
の教員が何かしら支援を必要と感じる児
童生徒の割合が少子化にともなう総児童
数の減少の中において増加傾向にあるこ
とが推測される。
　予算編成上から見た作業療法士の介入
は、外部専門家の配置等に職名が記載さ
れており拡充対応とはなっているが、別
の項目と並列に記載されているためどの
程度活用されているのかは不明である。
また、地方自治体の裁量に委ねられてお
り外部専門家の活用については前述の学
校調査からも外部専門家との連携は進ん
でいない現状である。

３．こども家庭庁
　2023 年 4 月 1 日に総理直属の機関とし
て内閣府の外局として「こどもまんなか
社会」の実現に向けた取り組みを担う目
的で創設される。主な役割は、「こども
施策の新たな推進体制に関する基本方針」
をふまえ、幼児期までのこどもの健やか
な成長のための環境作りや、家庭におけ
る支援等に関する基本的な政策を企画立
案・推進している。
　1　内部体制と関係省庁連携の強化
　主に 3 つの部門からなり主たる業務は

①企画立案・総合調整部門：こどもの視点、
子育て当事者の視点に立った施策や必要
な支援を必要な人に届けるための情報発
信や広報等を担い、エビデンスに基づく
政策立案と実践、評価、改善。②成育部
門：妊娠・出産の支援、母子保健、育成
医療等に加え就学前の全てのこどもの育
ちの保障に関すること、さらに、相談対
応や情報提供の充実と全てのこどもの居
場所づくり、こどもの安全。③支援部門：
困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢
や制度の壁を拡幅した切れ目のない包括
支援、児童虐待防止対策の強化、社会的
養護の充実及び自立支援、こどもの貧困
対策、ひとり親家庭の支援、障害児支援、
いじめ防止を担い文部科学省と連携し施
策を推進など、とされている。厚生労働
省および文部科学省との省庁連携をさら
に強化し施策を推進していくことを期待
したいところである。
　2 　児童福祉法と障害者総合支援法に

おける支援体制
　（図 4）は厚生労働省 HP 資料 9）に基づ
き作成したものである。こども家庭庁及
び厚生労働省が関与する業務はそれぞれ
の設置法に基づき所掌業務の内容が示さ
れ共有する部分も含まれている。現行法
での対応は、18 歳までは児童福祉法で 18
歳からは障害者総合支援法となり、年齢
を境とした繋ぎの支援や情報共有が重要
で省庁間連携の強化はもとより一貫した
支援の継続性の観点からも狭間にならな
い支援体制作りと人的な連携が重要とい
える。

図４．障害福祉の所管について
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４．その他関係省庁の取り組み
　1　国土交通省における取り組み
　バリアフリーに関する法律（図 5）は、
旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法
があり施策の対象を「高齢者、身体障害
者等」と定めていたが、バリアフリー法
においては、その対象を拡大させて身体
障害者のみならず知的障害者、精神障害
者及び発達障害者を含む全ての障害者の
日常生活又は社会生活に身体の機能上の
制限を受けるものを対象と明らかにする
ために、「高齢者、障害者等」と記載し等
には妊産婦、けが人等も含むことになる。
取り上げた理由は、耐震構造を含む建築
基準の改正や公共の建造物の老朽化にと
もなう建て替え等様々な要因が重なり今
まで点としか対応できなかったことが導
線としてつながり、高齢者障害者等の移
動等の円滑化を図るとともに関連法の整
備が進んでいる。また、積極的に当事者
の意見を反映すべく当事者参画の機会を
明確に取り組まれている点である。障害
者の自立支援と地域活動参加においても、
作業療法士は我が町の変化に関心を持ち
関わる当事者・家族のためにも知識を有
している必要性を感じる。そう考えるよ
うになった理由としては各種関連委員会
に JDDnet 5）の副理事長という当事者団
体の代表として内部意見を取りまとめ要
望及び意見提示をしてきた経緯がある。　
 

　2　内閣府等の取り組み
　障害者啓発週間等内閣府においては国
民の責務として障害に対する理解啓発事
業を展開している。これは障害者基本法
に基づき毎年 12 月 3 日〜 9 日を障害者週

間として関連事業を実施している。また、
毎年 4 月 2 日国連が定めた世界自閉症啓
発デーとして全国の主要な建物をブルー
ライトアップする取り組みが実施されて
いる。
　また、金融庁は銀行での ATM の操作
手順の簡略化や操作支援を行う支援窓口
等への案内係の配置、法務省では受刑者の
高齢化対策に加え軽犯罪者等を含めた社
会復帰に向けた支援の提供にその方向性
に変化が見られている。この様に、障害
者を取り巻く当事者・家族への支援内容
や周辺環境の整備が進んでいる。一方で、
作業療法士は専門領域を極めることには
取り組むが社会構造や関連施策の変化に
おいては関心度が低いように感じる。こ
れからの多職種連携においても関連情報
として理解しておく必要性を感じている。

【こども施策の課題】
１．障害児・者の位置付け
　作業療法士の視点から見た障害児・者
の位置付けは、当然のことながら障害児・
者も新たな病気や怪我等が発生すると医
療機関を受診しその治療を受けることに
なる。さらには、入院期間中にリハビリ
テーションが必要な場合にかぎり医師の
指示の下に作業療法士による作業療法が
提供され疾患別リハビリテーション料と
して算定される。一方で福祉領域に働い
ている作業療法士は障害福祉サービス料
として必要なサービスを提供し算定して
いる現状がある。また、社会保障制度で
は前述した 18 歳までが児童福祉法で 18
歳以上は障害者総合支援法の適応となり、
介護保険制度との関連で 40 歳から特定疾
患等で利用開始が可能で 65 歳からは優先
利用の対応となっている。現状では障害
児・者の状況により図 2 に示すとおり様々
な法・制度を利用することになっている。
重要なのは、当事者・家族が社会保障全
体から見てどの位置付けにあたるのか、
どの様な法・制度を利用しサービスの提
供を受けているのかを理解しておくこと
である。

図5．国土交通省  バリアフリー法関連施策
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２ ．ライフステージに沿った支援体制の
構築

　重要なのは、年齢とともに変化しうる
環境の変化と当事者の状態変化に応じた
適宜・適切なサービスの提供体制の構築で
ある。課題は、人と場所が変わる年齢期
がポイントとなり一貫した継続性のある
支援が重要なのに支援者側の技量と解釈
により継続性が担保されないことで不適
合な状態が発生し結果的に当事者・家族
に負担がかかってしまうことである。今
一度、誰のための支援なのか、何のため
の支援なのかを支援提供する専門職は常
に自身の考えを見つめ直す必要がある。
　当事者・家族にとっては一方的な支援
の受け入れや、選択肢のない支援は充分
とはいえず、結果がともなわなければ重
要な時期を見過ごすことになりかねない
のと取り戻すにはその何倍もの労力が必
要となる。この様な状況を視野に入れ過
去に対応しきれなかったことを補う意味
においてもライフステージに沿った、保
健・医療（介護）・教育・福祉・労働の一
貫した継続性のある支援体制 10）の構築が
望まれる。
　作業療法士にとって重要なのは、この
可能性を引き出す発達支援から将来を見
据えた自立した生活を目指す上で求めら
れる自立支援への転換である。ひとりの
人間として捉えるならばこの二つの支援
は同時進行で継続性が求められる。支援
する場所と人は変わっても支援を必要と
している人は常に同一人物であることを
認識している必要がある。

３．トライアングルプロジェクト
　2018 年 3 月に厚生労働省において家庭
と教育と福祉の連携 11）「トライアングル」
プロジェクトチームを設置し教育と福祉
の連携や保護者支援の現状をふまえ以下
の課題（図 6）を確認する。A. 教育と福
祉連携に係わる主な課題として、学校と
放課後等デイサービス事業所においてお
互いの活動内容や課題等円滑なコミュニ
ケーションが図られていないため連携が

困難、B. 保護者支援に係わる課題は、制
度に係わる相談窓口が異なることや保護
者の孤立感・孤独感を感じて家にひきこ
もってしまう場合がある。
　上記をふまえ、文部科学省・厚生労働
省が連携し今後取り組むべき方向性をま
とめ提示したものである。
　これは、特別支援教育制度推進にあた
り同様に各省庁が連携し取り組んでいる
ことを示すものであり、文部科学省にお
いては同年に各都道府県の教育委員会教
育長向けに初等中等教育局長名で「学校
教育法施行規則の一部を改正する省令の
施行について（通知）文書が発出され
ている。しかしながら教育と福祉の連携
について重要性は理解されていても現実
的な取り組みには幾つか課題があるよう
に感じている。そこには、教育現場の学
校側から見た課題と福祉現場においては
サービス提供事業所側の課題に加えて保
護者の理解といった課題が重積しており
推進が困難な状況も垣間見られる。例え
ば、共通している課題に情報共有には保
護者の同意が必要であり、学校側におい
ては時間と場所の確保が困難、事業所に
おいて報酬等で採算性に乏しい状況があ
る。しかし、当事者・家族にとって時間
は常に進んでいるおり早期支援の視点か
らと一貫性と継続性からも早期の解決が
望まれる。一方で新たな課題は専門職の
人材確保と育成等の課題もあるが、現在
もこのトライアングルプロジェクトは取
り組みを見直しながら継続されさらに推
進されている。

図6．トライアングルプロジェクト概念図　厚生労働省HPより引用
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【一人の作業療法士としての実践】
　こども領域は、特別な領域であるとの
認識は現在も変わらないように感じるの
は障害のある当事者・家族との接点が少
ないことである。学校・養成施設で作業
療法士を養成する課程においては臨床実
践を経験する唯一の場である臨床実習施
設では実習先の確保が困難で限られた者
しか経験できなかったことにある。現在
も、臨床実習規程により施設見学等では
可能だが、臨床実習の受け入れが作業療
法士養成学校・施設の増加に伴い施設確
保が難しい状況にある。重要なのは当事
者・家族と直接的に接する臨床実践の場
を経験することと同時に事例を通した評
価技術や支援技術と当事者・家族への関
わり方を身につけることである。
　一人の作業療法士としての実践（図 7）
は、冒頭述べた臨床実習が最初の経験で
その後は教員研修として京都大学医療技
術短期大学（現、京都大学）へ 1 ヶ月間
の発達障害領域の研修を通し、学生指導
及び発達障害を中心とした感覚統合実践
を経験する。また、実習先の施設へ職員
の補助として関わりその後も定期的に研
修に出向くことになる。この経験を活か
すべく附属病院の外来に重症心身障害児
の母親が身近な場所でリハを受けさせた
いからとの思いで受診される。この時に
初めて私が担当したことを思い出すのと
同時に様々なことを当事者・家族から学
ばせていただいたことに感謝する。その
後は脳性麻痺を主体とする肢体不自由児
を中心に知的障害者や発達障害者へとそ
の対象は広がる。附属病院での外来は当
事者支援に加え保護者支援や兄妹支援の
重要性を学び、限られた診療の時間と回
数においてはやはり限界があり、当事者・
家族へ治療方針及び実施計画の説明と状
態変化に応じた対応等、常に同意が得ら
れるよう説明する時間を充分に取ること
の重要性を認識する。この外来での臨床
実践の経験が東温市（旧川内町）での特
別支援教育モデル事業に関わる切っ掛け
となり現在にいたる。

 

　今までのことをまとめると A. 臨床観察
の重要性と実践記録に基づく事例検討の
重要性、B. 当事者家族の思いを受け取り
その困り感を共有、C. 作業療法の特性と
作業療法士の専門性を再認識、D. 評価に
基づく支援方針と実施計画の重要性、E. 当
事者・家族に理解しやすい説明と同意を
得るための変化に応じた対応法の提示、
F. 作業分析と課題分析に基づく環境設定

（出来ることから開始）、G. 状態変化に応
じた環境調整と適応、H. ライフステージ
に基づく対応、I. 発達支援と自立支援の
視点、J. 一貫した支援の継続性、K. 多職
種連携の重要性である。
　それでは、附属病院での外来経験をも
とに地域での実践に関わり学んだことを
振り返る。

１．児童発達支援センターでの実践
　知的障害児を対象とした児童発達支援
センター（福祉型）では、個々の事例に
対する保護者同席での個別指導と摂食指
導を中心にセンターでの活動（集団）に
対する助言と職員および保護者会主催の
学習会の講師を務める。
　1　個別指導では、事前に保護者から
の相談内容と職員からの相談を受けとり、
個人プロフィールでは生年月日（早生ま
れ遅生まれ）出産時の状況等や家族構成
さらには発達検査（K-ABC 等）の結果に
基づき状態像をイメージする。実施時間
は 40 分を目安とし実際の活動場面を観察
しながら相談内容に応じた作業を選択し
課題を抽出し対応する。限られた時間内
で家庭での様子・困っていることや今後

図7．ひとりの作業療法士としての実践相関図
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について話題を提供して頂き現状に応じ
たできる支援の工夫と対応について実践
し結果に応じた説明をする。当然、個別
の記録を映像とともに毎回職員へ提供し
ている。これは、事例検討の資料として
も活用するためである。
　2　摂食指導では、個別の相談として
受けるが集団としての環境設定について
助言をしている。摂食時では、基本的な
環境設定では身体と椅子とテーブルの高
さに加え基本姿勢の確認や道具操作では
特にスプーン・箸等への移行についての
相談対応が中心で時には摂食嚥下等道具
操作に加え偏食や咀嚼に関する相談を受
ける。集団においては集まりの時間・準
備の時間・個の配置等助言をしている。
見学後は、クラスのリーダーに対し個別
の支援についての助言を取りまとめ説明
し映像を加えて記録として提示している。
年 2 回に分け各クラスの様子を観察する
ため貴重な記録となる。
　3　集団活動及び事例検討を兼ねた学
習会では、療育活動が主となり日中の生
活習慣やセンターでのスケジュールをと
おして社会で生きていくために必要な力
を習得する場となっている。基本的には
遊びを通して個別及び集団への対応が求
められている。特に集団活動においては、
個別の能力に応じた支援対応が困難で同
じ遊びをしていても、みんな一緒にする
ことが困難な場合についてどの様な配慮
が提供できるかの助言である。集団適応

（図 8）においては、個の世界から個と物
の存在が 2 項関係の世界を作りそこには
対象物への興味・関心が重要となる。また、
集団適応の最初の段階では時間と場所の
共有が基本となり生活習慣を共に過ごす
場が必要となる。次の段階では他者を認
識することで遊びを通し物の貸し借りを
経験することで他者と物を含む三項関係
が成立する。このことが集団内の相互交
流を促進し安心と安全の確保が重要とな
る。最終的には、集団内適応と集団間で
の競争が生まれることで個々の集団の凝
集性が高まることになる。段階的に集団

形成を認識しながら介入することで集団
内における具体的な個の支援を見極める
ことが可能となる。

 
　助言内容の一例として（図 9）に示す
ような作業療法士の視点に沿った内容で、
センター職員が実践可能な内容を意識し、
目的と具体的な方法を提示し、心身の機
能面と個別性に応じた支援についての説
明を意識して提示している。遊び（図 10）
はこども達にとって主体的に参加する機
会であり、自分自身の潜在能力を発揮す
ることで新たな自分を発見する機会でも
ある。しかし、皆が自分自身の能力を発
揮できるとは限らないので、その場と時
間を共有している第 3 者の存在（良き支
援者）がいることが、潜在能力を引き出
し成功体験に基づき新たな自分と出会え
る機会となり得る。作業療法士は、支援
提供を優先する前に対象児がしているこ
とを行動観察し、作業療法士としての評
価視点にたち作業分析を行う必要がある。
また、結果から課題を抽出し、対象とな
るこども達のできることを見極め、子ど
も達がしたいことを実現させながら継続
的に対応する必要がある。作業療法士に
とってこどもの潜在能力を引き出すには、
新たな挑戦がどうしても必要となる。そ
のため、結果的に 1 回目の失敗を伴う事
を理解しておく必要がある。しかし、2
回目の失敗は作業療法士の見極めに原因
がありこどもの責任ではないことを十分
に説明する必要がある。最も注意が必要
なのは 3 回目の失敗をさせないことであ
る。これは、お互いの信頼関係を構築す
るうえで阻害因子になるため細心の注意

図8．個と集団の関係性の理解
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が必要である。常に作業療法士として意
識していることは出来ることから始める
ということである。
 
 

２．県専門家チーム及び巡回相談員の実践
　学校現場へ医療専門職としての作業療
法士の介入は特別支援教育制度において、
当初は専門家チームの一員として相談事
例の支援対応の協議の場に参加する。そ
の一方で、巡回相談員として学校現場に
訪問し授業参観を通して対象児童生徒の
現状を把握し具体的な支援の内容につい
て学校長を筆頭に特別支援教育コーディ
ネーターを中心とした校内委員会に同席
する。その場は対象児童・生徒の日常で
ある学校生活や学習上の課題について担
任より説明がある。その報告内容をふま
え訪問時に行った行動観察での評価や学
習上で気になる行動や対応について出来
ていることもふまえ課題を抽出し、その
原因が発達障害の特性からきているのか、
周辺環境による影響なのか、個人の特性
によるものなのかを整理し対象児童生徒
の現状と課題と対応について説明を加え
る。原因を見極め具体的な支援に結びつ
けるには巡回相談員と教員との相互理解

が重要で一回の訪問指導では限界を感じ
ながら対応していたことを記憶している。
　そもそも医療領域で用いる専門用語と
教育現場で用いている用語には異なりが
あり、お互いが困惑しながら発達障害に
対する理解・啓発はもとより発達障害の
特性について理解を得るためにはコミュ
ニケーション能力を向上させることも重
要で相互理解を推進するには時間がかか
ることを理解しておく必要がある。私が、
特に重視したことは発達障害の特性上で
きる事とできない事を見極めることと苦
手とすることがある。そのため教育上必
要な配慮の提供の仕方を工夫することで
先生と生徒の間で混乱していた課題が解
消されることがある。その事をふまえ対
象となる児童・生徒への丁寧な対応が結
果的に無駄な時間を省くことになる。こ
のことを先生に理解していただくことで
双方が有意義な結果に結びつくことにな
り新たな問題を発生することを抑制でき
ることを強調したことである。
　作業療法士は、学校の先生に対する後
方支援者であり、保護者との間に入り双
方にとって良き理解者であることを意識
し関わる必要がある。開始当初は、コミュ
ニケーション不足と共通言語を見つけな
がらの対応で十分な理解が得られず苦慮
した経験を思い出すことがある。

３．研修事業をとおしての他職種連携
　他職種連携で重要なのはお互いの職種
の専門性を相互に受け止め理解すること
と連携するにはお互いの顔が見える関係
性を構築していくことである。また、当
事者・家族の現状を共通認識しながらお
互いの役割を認識し相互に支え合う信頼
関係がさらに求められる。様々な研修事
業に講師として参画することでお互いの
専門性と共通言語を見極めた上で正確に
より具体的に事実のみを伝えていくこと
である。正確な情報に基づき現状を理解
した上でお互いの専門性を活かせる自己
完結型の支援ではまさしく相談支援型の
対応が望ましいことである。そのために

図9．人の理解は場の理解でもある

図10．作業療法士の視点に基づく助言内容
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も引き続き多職種連携の場をとおして事
例を共有してお互いの専門性と個人の特
性を理解していく場が今後も重要といえ
る。共通した課題や時間場所の共有は難
しいがいまではオンラインを有効活用し
対応できる環境も整いつつあるので、や
はり事例を通した支援の在り方を好事例
だけでなく困難事例についても議論して
いく必要性がある。

４．その他、関連事業
　JDDnet 5）は 2004 年に超党派の議員立
法として発達障害支援法が参議院本会議
を通過し成立する。この日に開催された
検討会に参加した団体や当事者を中心に
JDDnet 準備会が発足し現在に至ってい
る。JDDnetの活動は、発達障害のある方々
が社会生活を送る上で困難を来すことが
ないよう、困難に直面した際に支援をす
るために取り組んでいる。現在、当事者
団体、職能団体、関連学会、研究会を中
心に 21 の正会員団体と当事者団体を中心
とした 27 のエリア会員団体を有しており
会員数は 18 万名に達している。私が、日
本作業療法士協会理事として JDDnet の
準備会に参加し、翌年には正会員団体の
一員として参画し、現在、副理事長の役
を担っている。発達障害者支援法の施行
により発達障害の理解・啓発が促進され
関係省庁においては当事者団体の参画を
明確に位置付け関連施策への関連委員会
や障害施策に関する意見交換等、当事者
の視点に沿った対応が進んでいる。　　
　主な活動には、国土交通省ではバリア
フリー法の改正、文部科学省では特別支
援教育制度の推進、厚生労働省において
は障害者支援に関する施策、こども家庭
庁においては、子育て支援に関する制度
設計等に必ず当事者団体としての呼びか
けがある。JDDnet の会員団体構成にその
特徴があり関係省庁から見れば様々な視
点からの意見提示が出来る団体としてそ
の存在意義を認めてもらえている証とい
える。私も、副理事長の立場で関連する
委員会等で発言の機会を経験し発達障害

の障害特性や関連施策の課題を常に当事
者の困り感を代弁し意見提示する機会を
頂き重要な経験と認識している。

【求められる作業療法士】
　我が国における社会的な構造の課題で
もある少子化傾向が想定を上回るペース
で加速している現状で、こども領域にお
いては何かしらの支援が必要とされる対
象は増加傾向にある。その背景には、発
達障害者支援法の施行に伴い、発達障害
が有る無しに関わらず適宜適切な支援を
早期発見・早期支援の視点から支援提供
できる環境が整備されていることである。
こども子育て支援においては、母子保健
や健診事業の充実があげられている。作
業療法士は、医療専門職としてこども領
域において重要な作業（遊び）を用いた
個と集団に対して作業療法を提供し具体
的な支援を提供できる職種である。我々
の身分法である理学療法士及び作業療法
士法 12）第 1 章の第 2 条に定義づけられて
いる。重要なのは、「作業療法」とは身体
又は精神に障害のあるものに対し、主と
してその応用的動作能力又は社会的適応
能力の回復を図るため手芸、工作その他
の作業を行わせることをいう。「作業療
法士」とは、厚生労働大臣の免許を受け
て作業療法士の名称を用いて医師の指示
の下に、作業療法を行うことを業とする
者をいうと明記されている。また、作業
療法の原理と作業療法士の役割 13）を（図
11）にまとめている。

図11．作業療法の特性と作業療法士の専門性
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１．作業療法士の視点
　医療専門職としての作業療法士の視点

（図 12）で重要なことは、評価技術を有
し対象者の現状を把握し具体的な支援を
対象者に対し作業を用い提供することに
ある。「人」＝対象者の現状と変化しうる
状態変化に対応、「環境」＝日常生活の場
においてはライフステージに沿って人的・
物的環境に対応、「作業」＝対象者にとっ
て興味・関心のある作業を選択し主体的
な参加を個々の関係性について意識し対
応していることである。
 

２．支援技術
　図 11 で示した作業療法士の 3 つの役割
について説明する。支援技術として第 1
に治療することである。治療とは、作業
遂行上の問題を解決するために個人の側
面に変化を起こすことである。治療の対
象領域には、A. 身体的要因、B. 認知的・
神経学的要因、C. 心理学的・情緒的要因、
D. 社会的・文化的要因のほかに国際生活
機能分類（ICF）が含まれる。治療目的
と方法・手段は、ア . 発達の側面、イ . 適
応性の拡大である。代償とは、失われた
身体的機能を補うものの開発と適応であ
る。自助具・補装具等に加え環境調整が
含まれる。代弁とは、社会に対する対象
者の生きる権利の擁護・代弁である。　
　当事者・家族にとっては現状を説明し
理解して貰うには第 3 者の介入が必要不
可欠である。作業療法士は、「人」「環境」「作
業」を通して当事者・家族の現状につい
て具体的な問題解決手段も含めて発言で
きる強みがある。作業療法は作業を用い
た支援技術なので誰でも実践できる技法

である。作業療法士でなければ作業療法
を適切に実践できないのは、常に評価観
察を実施し作業遂行場面での現状を把握
し対象者の状態変化に応じた課題分析を
して遂行可能な支援の方法を時間と場所
と課題を共有し共に思考しながら問題解
決の手段を発見し対応しているからであ
る。具体的な支援の実践例を図 13・14・
15 で示すこととする。また、作業療法士
においては支援場面において常に安心と
安全の提供とできることの成功体験を重
視し開始する。この経験を通して対象児
の変化しうる状態に応じた段階的介入が
重要である。作業を遂行した場合には結
果がともない、成功体験に基づく達成感
や自信の回復を通して作業遂行上のプロ
セスを体験と通して自ら問題解決できる
手段を習得することにつなげることが重
要である。

３．進むべき方向性とあるべき姿
　作業療法の特性と作業療法士の専門性
は、対象障害の種別や年齢を問わず情報
収集をもとに評価技法を用いて状態を把
握し当事者・家族が望む作業選択と課題
分析を通しできることから開始する基本
的な対応を実施することである。当然の
ことながら治療・代償・代弁を通し当事者
家族に寄り添いながら最終的には住み慣れ
た地域で自分らしく自立した生活が獲得で
きるよう支援していくことである。作業療
法士が活躍できる場は保健・医療・（介護）・
教育・福祉・労働・司法等拡大傾向にある。
それぞれの場は、法制度上制限があり医療
専門職として出来る事と出来ない事がある
が作業療法士の視点で支援援助は可能であ
る。また、社会資源を含め地域間格差も
あり限られた資源をどう有効活用できる
のかも問われている。作業療法士は、個
と集団に関わることができるのは常に全
体を視野に入れた環境への介入と個々が
有している個人特性の両面を視野に入れ
た介入を双方向から検討し具体的な支援
を提供できる医療専門職であることをあ
らためて認識する必要がある。

図12．医療専門職としての作業療法士の視点



 

【最後に】
　作業療法士として教育と臨床に関わり
作業療法士としての実践を振り返ること
ができたことは自分自身が改めて作業療
法士はとてもやりがいのある素晴らしい
仕事であると自信をもって公言できる。
作業療法の対象となる疾患や障害領域は
拡大し、さりげない日常生活の一つ一つ
に困り感を感じながら生活する困難は当
事者・家族にしかわからないはずである。
しかし、作業療法士は作業療法を通しす
べての障害と年齢を問わず介入できる作
業を用いた支援技術を有している。
　これからの課題はどの職種にも問われ
ている質の担保と人材の確保である。何
をもって優秀なのかの基準はやはりしな

い選択ではなくする選択を優先できる人
材と考える。日本作業療法士協会におい
ても新生涯学修制度に取り組み選択され
る作業療法士の育成に取り組んでいる。
そのためには、良いモデルとなる先輩の
背中を見せながら自ら問いかけ困ったと
きには相談できる先輩と共に歩んでいく
ことができる環境づくりが重要といえる。
作業療法は継続されても適切な作業療法
を提供できる専門職は作業療法士でなけ
ればならないと信じている。
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【要旨】
＜目的＞ THA 前の殿筋群の筋断面積・CT 値が THA 後の歩行パラメータに与える影響
を明らかにすることである。＜方法＞対象は初回、片側 THA 目的の 12 名とした。術前
の大殿筋・中殿筋・小殿筋の筋断面積と CT 値を計測した。THA 後三次元動作解析装置
にて歩行パラメータを計測抽出した。＜結果＞筋断面積より CT 値と歩行パラメータに多
くの相関関係を認めた。＜結論＞術前殿筋群の CT 値が THA 後の歩行パラメータに影響
を与えていることが示唆された。

愛媛十全医療学院紀要　第 18 号　2025．12（P.17 − P.25）

人工股関節全置換術患者における
術前殿筋群の筋断面積及びCT値と術後歩行パラメータの関連性

愛媛十全医療学院　教務科
楠　大吾

【はじめに】
　 本 邦 に お け る 変 形 性 股 関 節 症

（Osteoarthritis of the hip; 以下、Hip OA）
の有病率は、単純 X 線診断による疫学
調査では男性は 0 ～ 2.0%、女性は 2.0%
～ 7.5%、 全 体 で 1.0% ～ 4.3% と 報 告
さ れ て い る 1）。 重 度 の Hip OA に 対 し
ては、人工股関節全置換術（Total hip 
arthroplasty; 以下、 THA）が施行される
ことが多い。THA の患者満足度は人工膝
関節全置換術と比較して高いとされてお
り 2）、THA による除痛効果は大きい。そ
のためか、THA 後一定期間が経過し疼痛
が軽減した患者の理学療法の中心が歩行
の改善となることが多い。Scott ら 3）は
THA 術前患者の期待する最も重要な項目
は歩行能力の改善であると報告し、THA
後の歩行能力は患者の満足度や生活の質

（Quality of life；以下、QOL）に影響す
るため 4），5）、THA 後の歩行能力に関連す
る因子は様々な観点から検討する必要が
ある。THA 後の歩行能力は術後より経時
的に改善を示すが術後 1 年経過でも歩行
速度、ケイデンス、歩幅は健常者より低
下しており 6），7）、非対称性が持続し股関節
可動域の低下が認められる 8），9）。術後 10
年経過例でも健常者との比較では歩行速
度、歩幅、股関節伸展角度、股関節内外

転角度が低値である 10）。また、術後早期
では胸郭骨盤の逸脱や 11）、体幹の代償戦
略がエネルギー消費を増加させ歩行効率
が低下する 12）など殿筋群と関連した体幹
の代償も問題となる。
　昨今では限られた期間で効率の良い理
学療法が求められ、術前や術後早期から
退院時の歩行能力を想定した理学療法の
提供が必要である。そのため、THA 後の
歩行能力に関連する因子を術前評価から
検討する重要性は高い。THA の予後予測
では、性別や術前機能 13）、術前の疼痛や
年齢 14）膝伸展筋力 15）股関節屈伸筋力 16）

などが術後の患者立脚式評価（Western 
Ontario McMaster Osteoarthritis Index;
以下、WOMAC）や退院時期の予測因
子と報告されている。歩行能力に関す
る報告では、術前の年齢、性別、術前
6-minite walk test（以下、6MWT）、股
関節可動域の範囲と術後の 6MWT の関係
や 17）、術前の膝伸展筋力、股関節外転筋力、
年齢と術後の Timed up and go test（以
下、TUG）の関係 18）、THA 前の股関節
外転筋力、TUG、膝伸展筋力が THA 後
の杖歩行達成日数と相関する 19）など、術
前筋力との関連の報告もみられる。しか
し、術前の股関節においては疼痛により
筋力を発揮出来ていない症例も散見され
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る。そのような観点から、コンピュータ
断層撮影法（Computed Tomography; 以
下、CT）や核磁気共鳴画像法（Magnetic 
Resonance Imaging; 以下、MRI）を用い
た筋厚や筋断面積から術後機能の検討も
行われ、術前大殿筋筋厚から術後筋力を
推定する近似式 20）や、術後 T 字杖歩行
可能日数 21）などが報告されており、術前
の筋厚と術後機能の検討も行われている。
一方で、筋断面積に関しては、THA 後の
体幹側屈の跛行を有する群と跛行がない
群との比較において、術前の中殿筋断面
積には有意差があり、股関節外転筋力に
は有意差は無いという結果が示されてお
り 22）、THA 前の中殿筋断面積と股関節
外転筋力が THA 後の歩行に与える影響
には相違があると考えられる。また、CT
から得られる CT 値の減少が筋力低下と
関連するという報告もある 23）。CT 値は
ボクセルの値を決定するために用いられ
る尺度であり、組織の放射線吸収率を反
映し筋肉は約 40HU、脂肪は約−60HU と
されている 24）ため、CT 値による検討を
行うことで、筋の本来有する能力をより
反映するのではないかと考えられる。
　本研究は THA 患者の術前殿筋群の筋
断面積・CT 値による評価と、THA 後の
歩行パラメータの関連について検討し、
THA 前の筋断面積・CT 値が THA 後の
歩行パラメータに与える影響を明らかに
することを目的とした。

【対象および方法】
１．対象
　Hip OA と診断され、初回、片側 THA
目的で入院した患者で、文書と口頭によ
る説明により同意の得られた者とした。
包含基準は片側性・両側性、性別、年齢
は規定しない。また、10m の歩行路を、
歩行補助具を使用せず 3 回歩行できる能
力を有する者とした。除外基準を著しく
独歩が不安定な者、麻痺、感覚障害等の
後遺症のある中枢神経疾患を有する者、
股関節以外に著明な関節可動域制限を有
する者とした。

２．使用機器
・東芝スキャナActivionTM16 TSX-031A
（東芝メディカルシステムズ社）
・VICON MX 赤外線カメラ6台、35点マー
カー Plug in Gait モデル（Vicon Motion 
Systems 社、Oxford、英国）
・床反力計 2 枚（AMTI 社製）

３．CT の測定と解析方法
　測定は医師の指示による仰臥位 CT 画
像を使用した。手術日より起算して 1 ヶ
月前から前日までの CT 画像を使用した。
　 解 析 は 中 殿 筋、 小 殿 筋、 大 殿 筋 を
PACS 上 で 各 筋 の 外 周 を マ ウ ス で 囲
み（トレース法）、関心領域 （Region of 
interest；以下、ROI）内の各筋断面積（㎟）
及び、CT 値（HU）を算出した。中殿筋、
小殿筋、大殿筋は Nankaku ら 22） 、Rasch
ら 25）の先行研究を参考に同側仙腸関節の
下端部で測定した。各筋とも 3 回計測し、
平均値を採用した。

４．歩行測定と解析
　測定は VICON MX を使用、床反力計 2
枚が設置された 10m の歩行路を独歩自由
歩行で 3 施行実施した。測定時期は手術
後 4 週以降の退院前で独歩可能時期に実
施した。
　解析区間は各施行から床反力計上の歩
行周期を抽出した。解析項目は股関節屈
伸・内外転角度、骨盤側方傾斜（同側の
挙上）・前傾・回旋角度（同側前方）、体
幹側屈（同側）角度、歩行速度、ケイデ
ンス、歩幅（術側・非術側）、単脚支持時
間（術側・非術側）・両脚支持時間とした。
骨盤前傾角度は 1 歩行周期毎の同側の前
遊脚期のピーク値を算出した後、加算平
均した値を採用した。他の項目は 3 施行
を加算平均したピーク値を採用した。骨
盤側方傾斜・体幹側屈角度は立脚期のピー
ク値を採用した。

５．統計学的事項
　得られた筋断面積、CT 値と術後の歩行
パラメータの関係について Shapiro-wilk
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検定にて正規性を確認後、正規分布に従
う項目は Pearson の積率相関係数、正規
分布に従わない項目は Spearman の順位
相関係数を用いた。筋断面積、CT 値、
歩行パラメータの術側・非術側の比較は
相関分析と同様に正規分布を確認後、対
応のある t 検定、Wilcoxon の符号付順
位和検定を用いた。解析ソフトは SPSS 
Statics 25.0 for Mac（IBM 社）を用い有
意水準は全て 5% とした。 

６．倫理的配慮
　対象は本研究の目的、方法、参加予定
期間、予想される臨床上の利益や不利益、
自由意志による参加であり随時拒否・撤
回可能であること、参加の有無による不
利な扱いを受けないこと、データの管理
は ID 化され個人を特定出来ないこと、結
果の公表においてプライバシーは保全さ
れることを説明し、文書と口頭により同
意の得られた症例とした。また、本研究は、
愛媛十全医療学院倫理審査委員会の承諾

（受理番号：29-02）を得て実施した。

【結果】
１．対象者の属性（表 1）
　表 1 に対象者の属性を示す。Hip OA 
12 例で術中における明らかな筋の損傷は
全例において確認されていない。術前の
歩行能力は全例独歩可能であった。

２．術前筋断面積（表 2）
　筋断面積の術側と非術側の比較におい
て、中殿筋に有意差はなく、小殿筋は術
側が有意に高値を、大殿筋は術側が有意
に低値を示した。

３．術前 CT 値（表 3）
　CT 値の術側と非術側の比較において、
中殿筋、小殿筋、大殿筋全て術側が有意
に低値を示した。

４ ．術後歩行パラメータ：関節角度（表 4）、
時間距離因子（表 5）

　術後歩行パラメータの関節角度は、術
側と非術側の比較で術側の股関節伸展角
度が有意に低値を、骨盤前傾角度は術側が
有意に高値を示した。その他は有意差を認
めなかった。術後歩行パラメータの時間
距離因子は単脚支持時間、歩幅とも術側
と非術側の比較で有意差を認めていない。

５ ．中殿筋と術後歩行パラメータの相関
関係（表 6）

　術側の中殿筋断面積・CT 値と術後歩行
パラメータの時間距離因子、関節角度で
は相関関係を認めなかった。非術側中殿
筋断面積はケイデンス、歩行速度、非術
側股関節伸展角度と正の相関関係が、術
側単脚支持時間と負の相関関係が認めら
れた。非術側中殿筋 CT 値はケイデンス、
両側の歩幅、歩行速度と正の相関関係が
あり、非術側単脚支持時間と負の相関関
係が認められた。

表1  対象者の属性(n=12) 

片側変形性股関節症(n=7)   男性：5 女性：2 

  両変形性股関節症(n=5)   男性：1 女性：4 

年齢(歳) 67.5±4.7 

身長(cm) 160.6±7.9 

体重(kg) 67.0±14.2 

BMI(kg/m2) 25.4±3.1 

術後評価測定日(日) 36.5±11.7 

手術法(例) 前方進入法：1 前側方進入法：11 

crowe分類 TypeⅠ：12 

病期分類 
  術側  末期：8 進行期：4 

非術側 進行期：5  健常：7 

平均値±標準偏差．  
BMI：Body Mass Index 

 

表2  術前筋断面積(mm2) 

 術側 非術側 p 

中殿筋 2870.5±558.5 3038.8±764.9 n.s 

小殿筋 1122.6±364.6 842.9±351.0 p＜0.05 

大殿筋 2856.9±890.2 3210.5±806.7 p＜0.05 

平均値±標準偏差． 

術側 vs 非術側：対応のあるt検定 

 

表3  術前CT値(HU) 

 術側 非術側 p 

中殿筋 21.6±21.8 32.6±10.8 p＜0.01 

小殿筋 9.3 ± 21.5 21.5±16.7 p＜0.05 

大殿筋 11.8 ± 17.1 18.5 ± 12.6 p＜0.05 

平均値±標準偏差． 

術側 vs 非術側：対応のあるt検定，Wilcoxonの符号付順位和検定 

 

表4  術後歩行パラメータ：関節角度(°) 

(n=12) 術側 非術側 p 

股関節屈曲角度 23.8±5.8 24.4±6.5 n.s 

股関節伸展角度 6.0±6.0 13.0±6.2 p＜0.01 

股関節内転角度 4.8±4.3 4.2±3.1 n.s 

股関節外転角度 2.4±3.8 4.7±3.6 n.s 

骨盤傾斜(同側挙上)角度 3.4±4.2 3.0±4.4 n.s 

骨盤回旋(同側前方)角度 6.0±4.4 4.7±5.2 n.s 

骨盤前傾角度 8.9±6.3 6.3±6.5 p＜0.01 

体幹側屈(同側)角度 3.1±2.0 2.9±2.7 n.s 

平均値±標準偏差． 

術側 vs 非術側：対応のあるt検定，Wilcoxonの符号付順位和検定 
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斜・体幹側屈角度は立脚期のピーク値を採用

した。 

 

５．統計学的事項 

 得られた筋断面積，CT 値と術後の歩行パラ

メータの関係について Shapiro-wilk 検定に

て正規性を確認後，正規分布に従う項目は

Pearson の積率相関係数，正規分布に従わな

い項目は Spearman の順位相関係数を用い

た。筋断面積，CT 値，歩行パラメータの術

側・非術側の比較は相関分析と同様に正規分

布を確認後，対応のある t検定，Wilcoxon の

符号付順位和検定を用いた。解析ソフトは

SPSS Statics 25.0 for Mac(IBM 社)を用い有

意水準は全て 5%とした。  

 

６．倫理的配慮 

 対象は本研究の目的，方法，参加予定期間，

予想される臨床上の利益や不利益，自由意志

による参加であり随時拒否・撤回可能である

こと，参加の有無による不利な扱いを受けな

いこと，データの管理は ID 化され個人を特定

出来ないこと，結果の公表においてプライバ

シーは保全されることを説明し，文書と口頭

により同意の得られた症例とした。また，本研

究は，愛媛十全医療学院倫理審査委員会の承

諾(受理番号:29-02)を得て実施した。 

 

【結果】 

１．対象者の属性(表 1) 
 表 1 に対象者の属性を示す。Hip OA 12 例で

術中における明らかな筋の損傷は全例におい

て確認されていない。術前の歩行能力は全例

独歩可能であった。 

 

２．術前筋断⾯積(表 2) 
 筋断面積の術側と非術側の比較において，

中殿筋に有意差はなく，小殿筋は術側が有意

に高値を，大殿筋は術側が有意に低値を示し

た。 
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病期分類 
  術側  末期：8 進行期：4 

非術側 進行期：5  健常：7 

平均値±標準偏差．  
BMI：Body Mass Index 
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６ ．小殿筋と術後歩行パラメータの相関
関係（表 7）

　両側の小殿筋断面積と CT 値は術後歩
行パラメータの関節角度とは相関関係は
認められなかった。術側の小殿筋断面積
は術側単脚支持時間と負の相関関係が認
められた。非術側の小殿筋断面積はケイ
デンス、歩行速度と正の相関関係が、術
側単脚支持時間と負の相関関係が認めら
れた。術側小殿筋 CT 値は術側歩幅と正
の相関関係が認められた。非術側小殿筋
の CT 値と相関関係を示す項目が多く、
ケイデンス、両側の歩幅、歩行速度と正
の相関関係があり、両脚支持時間、術側
単脚支持時間、非術側単脚支持時間と負
の相関関係が認められた。

７ ．大殿筋と術後歩行パラメータの相関
関係（表 8）

　両側の大殿筋断面積と CT 値は術後歩
行パラメータの関節角度とは相関関係を
認めなかった。大殿筋の筋断面積は両側
ともに術後歩行パラメータとの相関関係
は認められなかった。術側大殿筋 CT 値
と相関関係を示す項目が多く、両側の歩

幅、歩行速度と正の相関関係が、非術側
単脚支持時間と負の相関関係が認められ
た。非術側大殿筋 CT 値は非術側歩幅と
歩行速度に正の相関関係を認めた。
 
【考察】
　筋断面積の術側と非術側の比較では中
殿筋で有意差は無く、小殿筋は術側が有
意に高値で、大殿筋は術側が有意に低値
であった。Rasch ら 25）は、大殿筋断面積
は患側が有意に低値を示し、中殿筋と小
殿筋の合算された断面積は、有意差はな
いと報告しており、先行研究と類似した
結果となった。CT 値の術側と非術側の比
較では中殿筋・小殿筋・大殿筋ともに術
側が有意に低値を示した。Rasch ら 25）近
藤ら 26）も患側の殿筋群は全て低値を示す
ことで一貫しており先行研究を支持する
結果であった。
　筋断面積と術後歩行パラメータの関係
では、時間距離因子の項目と多く相関関
係が認められた。術側筋断面積では、術
側小殿筋断面積のみ術側単脚支持時間と
負の相関関係が認められた。THA 後の歩
行では術側単脚支持時間が減少するとさ

表5  術後歩行パラメータ：時間距離因子 

(n=12) 術側 非術側 p 

ケイデンス(steps/min) 105.4±13.4 ― 

両脚支持時間(sec) 0.24±0.05 ― 

単脚支持時間(sec) 0.46±0.07 0.45±0.03 n.s 

歩幅(m) 0.50±0.04 0.49±0.06 n.s 

歩行速度(m/s) 0.87±0.18 ― 

平均値±標準偏差． 

術側 vs 非術側：対応のあるt検定 

 

表6  中殿筋と術後歩行パラメータの相関関係 

 術側中殿筋 

断面積 

術側中殿筋 

CT値 

非術側中殿筋 

断面積 

非術側中殿筋 

CT値 

術

後 

ケイデンス n.s n.s r=0.74** r=0.63* 

術側歩幅 n.s n.s n.s r=0.64* 

非術側歩幅 n.s 
r=0.55 
p=0.061 

n.s r=0.79** 

術側単脚 

支持時間 
n.s n.s r=-0.83** n.s 

非術側単脚 

支持時間 
n.s n.s n.s r=-0.74** 

歩行速度 n.s n.s r=0.63* r=0.82** 

非術側 

股関節伸展角度 
n.s n.s r=0.60* n.s 

*：p＜0.05    **：p＜0.01 
Pearsonの積率相関係数，Spearmanの順位相関係数 

 

表7  小殿筋と術後歩行パラメータの相関関係 

 術側小殿筋 

断面積 

術側小殿筋 

CT値 

非術側小殿筋 

断面積 

非術側小殿筋 

CT値 

術

後 

ケイデンス n.s n.s r=0.61* r=0.85** 

術側歩幅 n.s r=0.62* n.s r=0.66* 

非術側歩幅 n.s n.s n.s r=0.61* 

術側単脚 
支持時間 

r=-0.61* n.s r=-0.73** r=-0.83** 

非術側単脚 

支持時間 
n.s n.s n.s r=-0.84** 

両脚支持時間 n.s n.s n.s r=-0.64* 

歩行速度 n.s n.s r=0.63* r=0.89** 
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係を認めなかった。非術側中殿筋断面積はケ

イデンス，歩行速度，非術側股関節伸展角度と

正の相関関係が，術側単脚支持時間と負の相

関関係が認められた。非術側中殿筋 CT 値はケ

イデンス，両側の歩幅，歩行速度と正の相関関
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表5  術後歩行パラメータ：時間距離因子 
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れており 6），27）、術側小殿筋断面積が大き
いことが術側単脚支持時間を減少させる
とは考えづらい。赤松ら 20）は、筋厚の測
定で、関節破壊が進行している場合、中
殿筋と小殿筋は見かけ上肥大して写りや
すいと述べている。本研究においても、
術側の関節裂隙の狭小化や骨頭の扁平化・
外上方への変位により、小殿筋の走行が
水平面に近づくことが測定上の術側小殿
筋断面積を増大させていると考えられ、
小殿筋断面積が関節裂隙狭小化と外上方
変位を反映した値となっているため、術
側単脚支持時間と負の相関関係を認めた
と考えられる。非術側筋断面積では、複
数の項目で相関関係を認めた。非術側中
殿筋断面積、非術側小殿筋断面積ともに、
歩行速度、ケイデンスと正の相関関係を、
術側単脚支持時間と負の相関関係を認め
た。中殿筋は前額面上の骨盤安定性に関
与し 28）、中殿筋の前部、中部、後部は機
能的に独立しているとされ 29）、中殿筋後
部線維は走行が大腿骨頚部と並行に近く
小殿筋とともに、大腿骨頭を臼蓋に引き
寄せ股関節の安定性に関与する 28）。小殿
筋は股関節屈曲、外転、内外旋筋として
機能し 30）、小殿筋後部線維は立脚初期に、
小殿筋前部線維は立脚期後半に筋活動の
ピークがあり 31）、股関節伸展域での股関
節前方の安定性に影響する 32）。よって、
非術側中殿筋・小殿筋ともに非術側立脚
期の安定性に関与し、非術側立脚期の安
定性がケイデンスに影響を与える結果、
歩行速度を変化させており、相対的に術
側単脚支持時間にも関連していると考え
られる。
　CT 値と術後歩行パラメータの関係で
は、時間距離因子と相関関係が多く認め
られた。非術側中殿筋 CT 値・非術側小
殿筋 CT 値ともに両側の歩幅、ケイデン
ス、歩行速度と正の相関関係が、非術側
単脚支持時間と負の相関関係が認められ
た。歩行速度との相関関係は、非術側中
殿筋 CT 値（r=0.82、p ＜ 0.01）、非術側
小 殿 筋 CT 値（r=0.89、p ＜ 0.01） と か
なり強い正の相関関係を示し、さらに、

両側の歩幅とも正の相関関係が認められ
ていることから、歩幅やケイデンスの変
化が歩行速度に影響していると考えられ
る。術側歩幅との関係では、非術側の立
脚期が安定することや、中殿筋に関して
は荷重下では前部線維が骨盤の回旋に関
与する 28）ことで、術側歩幅と相関関係が
認められたと考えられる。しかし、非術
側歩幅との関係に関しては、中殿筋・小
殿筋ともに遊脚期に強い筋活動は認めら
れず 29），31），33）、筋の収縮が関連していると
は考えづらい。古くから筋力と筋断面積、
CT 値との関連は報告されているが 34）、
CT 値は筋断面積と違い、非収縮性組織の
含有を反映する 25）。そのため、筋力との
関係のみではなく、CT 値が筋肉の伸張性
やその抵抗を反映した値となり、関節運
動の速度が大きくなる立脚終期から遊脚
期に関与し、同側である非術側歩幅と相
関関係を示していると考えられる。また、
非術側のみでなく術側小殿筋 CT 値も術
側歩幅と正の相関関係を認めた。小殿筋
は中殿筋よりも深部に位置し、付着部は
大転子のみでなく関節包の上部、上前方
へも付着し 35）、その収縮は関節包の締め
付けを調節する 30）。そのため、非収縮性
組織の増大による筋の伸張性やその抵抗
は、中殿筋よりも関節運動に影響を与え
やすく術側小殿筋 CT 値のみ術側歩幅と
相関関係が認められたと考えられる。大
殿筋の CT 値では、術側大殿筋 CT 値と
両側の歩幅、歩行速度と正の相関関係が、
非術側単脚支持時間と負の相関関係が認
められている。術側の歩幅に関しては、
中殿筋・小殿筋と同様に、大殿筋の伸張
性やその抵抗と関連し、同側の歩幅と正
の相関関係を示していると考えられるが、
股関節伸展筋であるため術側歩幅が増大
した際の外部股関節屈曲モーメントに抗
することができるという筋収縮の要素も
あると考えられる。非術側歩幅に関して
は、Perron ら 6）は股関節伸展モーメント
のみが歩行速度と有意に関連したと報告
しており、術側大殿筋 CT 値は立脚初期
の股関節伸展モーメントと関連し、術側
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立脚期に推進力を得られるため歩行速度
と正の相関関係を示し、その推進力が非
術側下肢の遊脚相に影響し、非術側歩幅
とも正の相関関係を示したと考えられる。
そして、これは術側のみでなく、非術側
大殿筋 CT 値でも非術側歩幅、歩行速度
と正の相関関係が認められている。
　大殿筋 CT 値では筋断面積と違い相
関関係が多く認められた。赤松ら 20）は
THA 前の筋厚から術後筋力を推測する
近似式を示し、大殿筋のみ相関関係が認
められ、中殿筋と小殿筋では認められな
かったと報告している。また、寺田ら 21）

は THA 後の T 字杖歩行獲得日数と術前
大殿筋筋厚の相関関係を示している。さ
らに Perron ら 6）は THA 後の歩行で股関
節伸展モーメントの減少は歩行速度に関
連する唯一の主要な障害であるとし、股
関節伸展の運動回復が重要であると結論
している。大殿筋はその面積が他筋と比
べ大きいことや、時間距離因子では歩幅、
歩行速度など矢状面上の測定項目が多い
ため、術後歩行パラメータへより大きい
影響を与えていると考えられる。
　全体的に CT 値と筋断面積を比較する
と CT 値と相関関係を示す項目が多く、
術前殿筋群の CT 値が THA 後の歩行パ
ラメータに影響を与えていることが示唆
される。筋断面積に関して、筋力低下は
筋断面積で説明出来ず 23）、収縮する筋量
を過大評価する可能性があるとされてい
る 27）。面積を示す値であるため筋実質を
計測しているのではなく、筋内脂肪や非
収縮性結合組織及び筋などの総面積とな
る。そのため、筋が本来有する能力を詳
細に把握することは困難であったと考え
られる。また、病期分類による進行度が
それぞれの筋断面積へ与える影響にも違
いがあるため 38）、より筋断面積との関連
を得ることが困難になっていると考えら
れる。CT 値は ROI 内の平均された値が
算出されるため、面積の変化には影響さ
れない値となる。老化および不活性化し
た筋肉では脂肪含有量が増加し 23）、脂肪・
線維性組織への置換が行われるため 38）、

脂肪含有量と相関する CT 値 39）と術後歩
行パラメータで相関関係を示す項目が多
く認められたと考えられる。また、股関
節外転筋力の低下、疼痛、跛行を有する
患者の殿筋群脂肪変性や 40）、小殿筋の前
部線維に限局した脂肪化が起こることか
らも 41）、脂肪組織を反映する CT 値との
関連が多く認められたと考えられる。
　Kiyoshige ら 42）は、殿筋群の脂肪変性
に関して、中殿筋の脂肪変性を有する患
者は転倒リスクが高いことを示し、小殿
筋の脂肪変性は股関節の不安定性をもた
らし、続発して中殿筋の機能不全が起こ
ることを予測すると述べている。本研究
の結果から、脂肪変性が両側の歩幅や歩
行速度、ケイデンス、単脚支持時間と関
係することが示され、これらに起因した
転倒である可能性も示唆される。また、
術前 CT 値と術後歩行パラメータが関連
することから THA 前の保存療法の段階
では筋力トレーニング 43）や、高速度トレー
ニング 44）などによる筋内脂肪の減少が術
後歩行パラメータを改善できる可能性が
示唆される。

【結論】
　THA 前の中殿筋、小殿筋、大殿筋の筋
断面積、CT 値と THA 後の歩行パラメー
タの関係を検討した。筋断面積よりも CT
値と術後歩行パラメータとの相関関係が
多く認められた。術側では大殿筋 CT 値、
非術側では小殿筋 CT 値、中殿筋 CT 値、
大殿筋 CT 値と歩行パラメータの時間距
離因子との相関関係が多く認められた。
THA 術前殿筋群の CT 値が THA 後の歩
行パラメータに影響を与えていることが
示唆された。
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キーワード：座位側方リーチテスト，全身振動刺激，外腹斜筋

【要旨】
＜目的＞ 全身振動刺激（WBV）が座位側方リーチテストに与える即時的な効果を明らか
にすることである。＜方法＞対象は健常男性 15 名（平均年齢 22.5 ± 3.1 歳）で、WBV 実
施群（8 名）と休息群（7 名）に無作為に分けた。WBV 実施群は 14Hz で 2 分間実施し、
休息群は 2 分間の休息を行った。評価項目は座位側方リーチ距離およびリーチ時の右外腹
斜筋の筋活動とした。実施前後の比較、実施前後の変化量を群間で比較した。＜結果＞ 
WBV 群において、座位側方リーチ距離は実施前 41.0 ± 8.6cm から実施後 44.5 ± 6.1cm
で有意に増加した（p ＜ 0.05）。外腹斜筋の筋活動は実施前 62.6 ± 22.7% から実施後 75.1
± 25.3% で有意に増加した（p ＜ 0.05）。WBV 群と休息群との群間比較では、座位側方
リーチ距離は WBV 群 3.5 ± 3.5cm、休息群 -0.14 ± 2.35cm で有意差は認められなかっ
た（p=0.054）。外腹斜筋の筋活動は WBV 群 12.57 ± 13.31%、休息群 -5.29 ± 15.85% で
有意差は認められなかった（p ＝ 0.054）。＜結論＞ WBV2 分間 14Hz の実施で座位側方リー
チ距離、外腹斜筋の筋活動を有意に増加させたが、WBV 群と非実施群では有意差は認め
られなかった。
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全身振動刺激が座位側方リーチに及ぼす影響
― 休息群との比較 ―

１）愛媛十全医療学院附属病院　リハビリテーション科
２）愛媛十全医療学院　教務科
内藤　紗季１）　　楠　大吾２）

【はじめに】
　臨床においてバランス能力を測定する
機会は多い。様々な検査があるが、高額
な機器を使用せず安全で簡便な検査方法
は汎用性があり臨床でも用いられやす
い。座位バランスは機能的転帰の予測因
子として知られ、その中でも側方のバラ
ンス制御は Berg Balance Scale と強い関
連を示している 1)。座位バランスの検査
として座位側方リーチテスト（Sit-and-
Side Reach Test；以下、SSRT）がある。
SSRT は Lynch ら 2) が脊髄損傷患者へ用
い座位バランスの信頼性を報告し、その
後 Thompson ら 3) により若年、中年、高
齢者の基準値が示された。
　 一 方 で 全 身 振 動 刺 激（Whole Body 
Vibration；以下、WBV）により、身体バ
ランス、健康関連 QOL を改善、TUG が
短縮したことや 4)、下肢伸展筋力、垂直
跳び、バランス能力が改善したとの報告
がある 5)。Lam ら 6) のシステマティック・

レビューでは比較的基本的なバランス能
力と移動能力を改善することに効果的で
あると報告されている。
　以前 WBV と SSRT の関係を報告した
が、WBV 実施群と非実施群との比較検討
は行っていなかった。今回 WBV 実施者
と非実施者で比較検討し、WBV が SSRT
へ与える影響を明らかにすることを目的
とした。

【対象および方法】
１．対象
　被験者は健常男性 15 名（平均年齢 22.5
歳± 3.1 歳）を対象とし、WBV 群（8 名）
と休息を行う休息群（7 名）の任意の 2
群に分けた。

２．方法
　WBV 群は全身振動刺激装置を使用、
14Hz で 2 分間実施した。休息群は実施
前の測定後 2 分間の休息を行いどちらも
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実施前後で測定を行った。課題設定は足
底非接地の端座位から姿勢保持可能な範
囲の側方リーチ（左と規定）動作とした。
測定項目は SSRT 距離、SSRT 時の外腹
斜筋（右と規定）の筋活動とした。両群
の比較は SSRT 距離、外腹斜筋の筋活動
ともに実施前後の差を使用した。筋活動
は表面筋電計（EMG マスター）を用い、
各筋の等尺性最大随意収縮（MVC）で除
し %MVC とした。

３．統計学的解析
　統計学的解析は SPSS26（IBM 社）を
使用した。各項目の正規性を Shapiro-
Wilk 検定にて確認し、WBV 実施前後の
比較に対応のある t 検定、WBV 群と休息
群の差の比較に Mann-whitney の U 検定
を使用した。有意水準は 5% とした。

【説明と同意】
　全ての被験者に研究の目的と方法を説
明し、口頭及び文章にて同意を得た上で
計測した。本研究は愛媛十全医療学院倫
理審査委員会の承諾（受理番号：02-07-
4）を得て実施した。

【結果】
　WBV 前後の比較では、SSRT 距離は実
施前（41 ± 8.6cm）から実施後（44.5 ±
6.1cm）に有意に増加した（p＜0.05）（図1）。

　 外 腹 斜 筋 筋 活 動 は 実 施 前（62.6 ±
22.7％）から実施後（75.1 ± 25.3％）に
有意に増加した（p ＜ 0.05）（図 2）。

　SSRT 距離の両群の比較は WBV 群（3.5
± 3.5cm）と休息群（-0.14 ± 2.35cm）で
有意差は認めなかった（p=0.054）（図 3）。

　外腹斜筋筋活動の両群の比較は WBV
群（12.57 ± 13.31 ％） と 休 息 群（-5.29
± 15.85 ％） で 有 意 差 は 認 め な か っ た

（p=0.054）（図 4）。
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【考察】
　WBV 実施前後の比較では、SSRT 距離、
外腹斜筋の筋活動ともに有意に増加した

（図 1、図 2）。WBV による骨格筋への持
続的な振動刺激は小さな筋長の変化を生
じさせ緊張性振動反射を引き起こす 7）。
これは筋紡錘の興奮、Ia 求心性線維への
刺激が多シナプス経路を介して緊張性収
縮を引き起こすとされている 8）。また、
低周波の WBV が体幹筋筋力を高めたと
いう報告もあり 9）、これらの機序により外
腹斜筋の筋活動が向上したと考えられる。
座位での側方重心移動動作では外腹斜筋が
重要な役割を果たすとされ10）、座位側方移
動距離に応じて反対側腹斜筋群の筋活動が
高まることが報告されている 11）。これら
より、WBV 実施前後の比較では、WBV
による外腹斜筋の筋活動増加により側方
重心移動距離が増加したことで SSRT 距
離が増加したと考えられる。
　WBV 群と休息群の SSRT 距離の比較
では、WBV 群は 3.5 ± 3.5cm、休息群は
-0.14 ± 2.35cm で有意差は認められな
かった（図 3）。休息群においても休息
前後の 2 回測定実施しているため、休息
後の数値が学習効果で増加すると予測し
ていたが、休息前後の差の合計平均では
-0.14cm と休息後に増加することはな
かった。平均値の差は WBV 群が増加傾向
にはあったが、有意差は認められなかった。
　WBV 群と休息群の外腹斜筋筋活動の比
較では WBV 群は 12.57 ± 13.31％、休息
群は -5.29 ± 15.85％で有意差は認められ
なかった（図 4）。平均値の差は WBV 群
が増加しており、休息群では低下したが
有意差は認められなかった。また両群と
も標準偏差が大きく、ばらつきが大きかっ
た。
　WBV 群と休息群の比較では SSRT 距
離、外腹斜筋筋活動ともに平均値の差は
あったが、有意差は認められなかった。
先行研究では使用する周波数や振動幅の
違いにより与える影響が違うことが報告
されている 9）。また、近年では高齢者や 12）、
多発性硬化症 13）、肥満者 14）など様々な対

象での報告もあり、対象や実施方法、期
間等を詳細に定める必要があるとも言わ
れている。
　今回の研究では、健常者を対象とし 2
分間 14Hz 実施での即時効果検証を行っ
た。実施前後での効果は認められたが、
群間での有意差は認められなかった。平
均値の差は認められ、ばらつきが大きかっ
たため同一の周波数、時間設定により今
後も症例数を増やし再検討したい。

【利益相反】
　本研究に開示すべき COI はない。
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キーワード：健康教室　行動変容　患者教育

【要旨】
　当院では、医療や健康に関する知識の啓発、それに伴う行動変容を目的に講話を中心と
した健康教室「木曜教室＋1（プラスワン）」を週1回開催している。今回、当院の健康教
室参加者を対象にアンケート調査を行った。その結果、教室は行動変容には直結しなかっ
たものの、知識の啓発にはつながるということが明らかとなった。また、参加者の継続意
思は高く、「体操を増やして欲しい」という要望が多いことがわかった。健康教室で行動
変容を促進するためには評価および目標設定を組み込むことが必要であると考察した。

愛媛十全医療学院紀要　第 18 号　2025．12（P.31 − P.34）

参加者の声から考える健康教室の効果と課題
〜「木曜教室＋ 1（プラスワン）」の実践報告〜

あき整形外科リハビリテーションクリニック
上甲  大河　 吉野  一弘　 大野  聡久　 松田  聖一　 立花  健児　 山本  大樹

【はじめに】
　当院は、「地域に密接した医療の提供」
を理念とし、整形外科およびリハビリテー
ション科を標榜する無床診療所である。地
域のかかりつけ医療機関として、地域住
民の患部の診断や治療にとどまらず、患
者やその家族から寄せられる健康や介護
に関する相談、医療情報の提供など多岐
にわたる医療サービスが求められている。
　近年、誰もが簡単に多様な媒体から情
報を入手できる時代となり、情報の正誤
を判断する責任が情報の入手者自身に
委ねられるようになった。厚生労働省の
調査 1) によれば、「インターネットの情
報にいつも接している」と回答した人は
35.2% に上ぼると報告されており、情報
収集のツールとしてインターネットが広
く利用されていることが示されている。
医療や健康に関する情報に関しても例外
ではなく、インターネットやメディアを
通じて多様な情報が流通する中、不確か
な情報に触れる機会が増加していると考
える。また、理学療法中の患者との日常
的な会話の中で、不正確な情報を信じた
り、誤解したまま受け入れている患者に
遭遇することも少なくない。このような
場面では、正しい情報を啓発する必要性
を感じることが多い。こうした背景を踏
まえ、当院では、エビデンスに基づく医

学および健康に関する情報の啓発を通じ
て患者教育を行い、さらに行動変容を目
指すことを目的とした健康教室「木曜教
室＋ 1（プラスワン）」（以下教室）を開
催している。
　今回、教室参加者を対象に、以下の３
点を明らかにすることを目的としてアン
ケート調査を実施した。(1) 教室への参
加が知識向上につながったか。(2) 教室
への参加を通じて行動変容を起こすこと
ができたか。(3) 教室運営に対する具体
的な要望や期待があるか。これらを明ら
かにすることで、今後の教室運営の改善
および参加者へのさらなる支援に繋げる
ことを目的とした。調査にあたっては、
対象者に書面および口頭で同意を得た上
で実施し、アンケートは個人が特定でき
ないよう十分に配慮して取り扱った。本
報告では、教室の概要および調査結果に
基づいた成果について述べる。

【調査対象と方法】
　教室は、当院に定期的に通院している
患者のうち、参加希望のある方を対象と
して、1 回 40 分の形式で開催している ( 図
1)。主な内容は理学療法士による講話で
構成されており、2024 年 10 月から 11 月
までの実施タイトルおよび参加者数を表
1 に示す。
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　本調査は 2024 年 10 月 17 日から 11 月
14 日の期間中に実施した教室に 1 回以上
参加された 23 名（男性 1 名、女性 22 名、
平均年齢80.3±5.2歳）を対象に実施した。
調査方法は、アンケート（図 2）を用いた。
アンケートの内容は以下の通りである。
◦　 質問 1、教室の参加が知識の向上に

つながったか
◦　 質問 2、教室の参加を継続したいか
◦　 質問 3、教室への参加によって行動

の変化があったか
◦　 質問 4、教室の満足度
　これら 4 項目については、5 段階に分
けたプリコード型質問で回答を選択して
もらった。また、質問 3 の具体的な行動
の変化、質問 4 の満足度の理由、さらに
質問 5 として意見・要望については自由
記述で回答を得た。
　解析方法として、プリコード型質問方
法については単純集計を行い、自由記述
についてはアフターコーディングを実施
し、以下のカテゴリに分類して集計を行っ
た。
◦　 具体的な行動の変化
　　 運動量の増加、気持ちの向上、運動

の実践、食行動の向上
◦　 満足度を選択した理由
　　 知識の向上、楽しい、不安の解消、

面白い、グループ活動が良い、運動
が良い、セルフチェックできる

◦　要望
　　 体操を増やしてほしい、充分である、

継続して欲しい、年齢に合わせた内
容を実施して欲しい、してはいけな
いことを教えて欲しい

【結果】
　アンケートの回答率は 100% であった。
結果を表 2 〜 8 に示す。
　知識向上については 95% 以上が肯定
的に回答し（表 2）、教室の内容が知識の
向上に寄与していた。継続参加の意向も
8 割以上で確認され（表 3）、高い満足感
と関連していると考えられる。一方、行
動変化は 6 割程度に留まり（表 4）、自由
記述では「気持ちの向上」や「運動量の
増加」が多くみられた（表 6）。満足度に
ついては 9 割以上が肯定的で（表 5）、理
由として「知識の向上」が最も多く挙げ
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表 1 実施タイトルと参加者数 

タイトル 参加者数(人) 

健康寿命を伸ばそう！ 15 

膝の痛みを減らそう！ 18 

フレイルって何？ 17 

認知症を予防しよう！ 17 

丈夫な骨を保つには？ 19 
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表 2 教室の参加が知識の向上につながったか 
 

回答数 比率 

思う 18 78.3% 

やや思う 4 17.4% 

どちらとも言えない 0 0.0% 

あまり思わない 0 0.0% 

思わない 0 0.0% 

無回答 1 4.3% 

 

 

表 3 教室の参加を継続したいか 

 回答数 比率 

思う 16 69.6% 

やや思う 4 17.4% 

どちらとも言えない 3 13.0% 

あまり思わない 0 0.0% 

思わない 0 0.0% 

無回答 0 0.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

「木曜教室＋1」に関するアンケート調査 

 

木曜教室＋1 に関して、あてはまる箇所に○を記入してください。 

 

1、教室はご自身の知識の向上につながったと思いますか？ 

 

5、思う 4、やや思う 3、どちらとも言えない 2、あまり思わない 1、思わない 

 

2、教室の参加を続けたいと思いますか？ 

 

5、思う 4、やや思う 3、どちらとも言えない 2、あまり思わない 1、思わない 

 

3、教室に参加して、ご自身の健康に関する行動に変化がありましたか？ 

 

5、ある。 4、ややある 3、どちらとも言えない 2、あまり無い 1、無い 

具体的に、どう変化したか答えられる範囲で回答ください。 

(                        ) 
 

4、全体を通して、教室は「満足できる」と思いますか？ 

 

5、思う 4、やや思う 3、どちらとも言えない 2、あまり思わない 1、思わない 

そのように答えた理由を教えてください。 
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5、教室へのご意見・要望などを自由にご記入ください。 

(例) ○○についての話を聞きたい。など 
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アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。 

アンケートの内容を教室運営の調査、報告等に使用することがございますが、個人情報は守られ

ます。また、アンケートの内容によって回答者が不利益を被ることはありません。 

本アンケートへの回答をもって、調査への同意とかえさせていただきます。 
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られた（表 7）。
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「知識の向上」が最も多く挙げられた（表
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体的なゴール設定を立てることの重要性
が示唆されている。また、行動変容ステー
ジモデルにおいては、関心期の対象者へ
のアプローチとして、自己の再評価が必
要であるとされている 3) 4)。現在の教室は

「講師の話を聞く」受動的な内容が中心で
あり、ヒアリングを含めた評価や具体的
なゴール設定、自己の再評価ができるシ
ステムが確立できていないことが行動変
容に至らなかった要因の一つと考えられ
る。しかし、質問 2「教室の参加を継続
したいか」（表 3）では、87％が「やや思う」
以上を回答しており、質問 4「教室の内
容は満足できるか」では 91.3％が「やや
思う」以上を回答し、教室参加者の満足
度や継続意欲は高いことが示された。ま
た、質問 5「教室への意見・要望」では「体
操を増やして欲しい」という要望が 3 件

（42.9％）寄せられており、運動への要望
が高いことがわかった。
　これらの結果から、教室によって行動
変容につながる患者教育を実現するため
には、個別の意見聴取に基づく具体的な
目標設定を行う時間を設け、自己の再評
価を可能とするシステムを組み込む必要
性があると考えられる。

【結語】
１、 今回、当院で開催している健康教室「木

曜教室＋ 1（プラスワン）」を紹介した。
２、 参加者の継続意欲は高く、知識の向

上につながったが、行動変容の具体
的な実践には至らなかった。

３、 教室で体を動かす機会を増やして欲
しいという要望が多かった。

４、 教室で行動変容を起こすためには、
評価とゴール設定が必要である。

【利益相反】
　本投稿に関して、開示すべき COI 関係
にある企業などは無い。

【謝辞】
　本調査の趣旨にご理解いただき、調査
にご協力いただきました教室参加者の皆

様に深く感謝申し上げます。また、調査
の実施に際してご支援いただいた関係者
の皆様にも、この場をお借りして厚く御
礼申し上げます。

【文献】
1） 厚生労働省 : 健康意識に関する調査 , 

2014.
2） 厚生労働省 : 健康づくり施策のための

Textbook, 2023.
3） Prochaska, J. O., Velicer, W. F.: The 

transtheoretical model of health 
behavior change, American Journal of  
Health Promotion, 12(1), 38-48, 1997.

4） e- ヘルスネット : 行動変容ステージモ
デル , 2019.
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【要旨】
　当院では年間1300件程MRIを撮影している。特に脊椎を撮影する割合は高く、全体の6
割近くを占めている。さらに脊椎の撮影の中でも7割近くは腰椎の撮影であり、腰椎の画
像を見る頻度は高い。今回は腰椎の撮影を行った際に背景臓器にあった異常所見について
診療放射線技師が医師に報告した事例について紹介する。

愛媛十全医療学院紀要　第 18 号　2025．12（P.35 − P.36）

診療放射線技師が撮影中に気付いた異常所見

愛媛十全医療学院附属病院　放射線科
山田  純　  菊池  諭

【はじめに】
　近年診療放射線技師の業務内容として
読影の補助業務が注目されている。画像
診断において最初に画像を目にする撮影
者が医師へ情報提供することで、異常所
見の見落とし減少につながる。診療放射
線技師が撮影中に異変を察知し医師へ報
告を行った症例を経験したので 2 例紹介
する。

【症例提示】
　症例 1：70 代、女性。
　主訴：下肢のしびれの増強。
　既往歴：腰部脊柱管狭窄症、変形性脊
椎症。
　現病歴：腰部脊柱管狭窄症術後であり、術
後下肢のしびれの増強のためMRI を撮影。
　MRI 所見：（腰椎）T2WI 矢状断像にて
L1/2 に狭窄、L3/4 に術後性変化を認めた。
　気付いた点：（左腎臓） T2WI 冠状断像
にて直径約 10mm の境界明瞭な低信号域、
T1WI 脂肪抑制横断像で同部位に同大の
高信号域を認めた。
　鑑別：左腎臓に関して T2WI にて低信
号、T1WI 脂肪抑制にて高信号であり血腫
が疑われるため、主治医に報告を行った。

　症例 2：60 代、男性。
　主訴：左下肢痛。
　既往歴：腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間
板ヘルニア。
　現病歴：左臀部、左下肢の痺れが再燃
し腰椎椎間板ヘルニア精査のため MRI を
撮影。

　MRI 所見：（腰椎）T2WI 矢状断像にて
L3/4、L4/5、L5/S に腰椎椎間板ヘルニ
アを認めた。
　気付いた点：（右腎臓）T2WI 冠状断像
にて直径約 46mm の境界明瞭な高信号と
低信号が混合した領域を認めた。（左腎臓）
T2WI 冠状断像にて直径約 50mm の境界
明瞭な高信号と低信号が混合した領域を
認めた。
　鑑別：両腎臓に関して T2WI にて高信
号と低信号の混合領域が認められたため、
腎嚢胞といった良性腫瘍とは考えにくく、
悪性腫瘍が疑われるため主治医に報告を
行った。

【画像所見】
　症例 1　左腎臓に T2WI で低信号域を
認める。（図 1- ①）T1WI 脂肪抑制で高
信号域を認める。（図１- ②）

図 1 −①：T2WI 冠状断像
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　症例 2　両腎臓に T2WI で高信号と低
信号の混合領域を認める。（図２）

【報告後の結果】
　症例 1：他院に紹介となり、エコー検
査にて悪性の可能性は低いため定期フォ
ローとなった。
　症例 2：他院に紹介となり、両腎臓は
淡明細胞型腎細胞癌ということが分かり、
手術により両腎臓摘出となった。

【考察】
　今回紹介した症例は腰椎の背景に写る
腎臓の異常所見の指摘である。腰椎 MRI
の撮影範囲には腹部領域も含まれており、

画像全体を正しく見ることで今回の指摘
につながった。依頼目的の部位だけに注
目していると、背景臓器にある異常所見
を見逃してしまう。正常画像を正しく認
識することで、背景臓器にある異変にも
察知することができると考える。

【結論】
　主治医が正確かつ迅速に画像診断を下
せるように、撮影者は診断に適した画像
の提供が求められる。画像報告を行うの
に基本的な解剖や正常画像を理解してお
く必要がある。また比較的よく遭遇する
疾患の画像所見の特徴も知っておく必要
があり、疾患、画像所見の理解を日々深
めていくことが大切である。

【利益相反】
　本投稿に関して、筆頭著者および共著
者には開示すべき COI 関係にある企業は
ない。

【文献】
１） 日本医学放射線学会　画像診断ガイ

ドライン 2021 年版（第 3 版）
２） 放射線科医から診療放射線技師への

タスク・シフト / シェアのためのガ
イドライン集

３） 大江知里，長嶋洋治　腎癌第 2 版（腫
瘍病理鑑別アトラス）

４） 山下康行　知っておきたい泌尿器の
CT・MRI　改訂第 2 版

図 1 −②：T1WI 脂肪抑制横断像

図 2：T2WI 冠状断像
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キーワード：食事、摂食、チームアプローチ

【要旨】
＜目的＞当院作業療法士（以下OT）は日常生活動作（以下ADL）を「できる」から「し
ている」へつなげることを目標に支援を行っている。その中でも「食事」に注目し、支援
の質向上と多職種連携の強化を目的として取り組みを実施した。＜対象と方法＞急性期病
棟のOT・言語聴覚士（以下ST）を中心に 1. 食事支援に関する勉強会開催 2. 環境整備・
姿勢準備・食具操作支援等の実践介入 3. 患者の食事状況や支援方針を共有できる申し送
り表の作成と運用を実施。＜結果＞勉強会により職種間での共通理解が進み、病棟での支
援の頻度と質が向上した。申し送り表導入により情報共有が円滑となり、OTが食事支援
に関わる意義を再認識できた。＜結論＞食事支援は急性期からのADL改善や退院先予測
に関連する重要な要素である。本取り組みはOTの専門性発揮と多職種連携の強化に効果
的であり、今後は継続的運用と改善を通じて体制構築を進めることが課題である。
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「食事支援」に関わる当院作業療法士の取り組み
―食事申し送り表の作成にいたるまで―

医療法人　住友別子病院　リハビリテーション部　作業療法士
曽我部  侑人

【はじめに】
　病気の発症や増悪により、ADL や生活
の質（以下 QOL）が低下することが多い。
当院作業療法士は「できる ADL」から「し
ている ADL」になるよう「食事」に着目
し支援や関わりを進めている。ここでは
ADL の中でも「食事」に注目することと
なった経緯や食事支援に関する取り組み、
食事申し送り表の作成と運用について以
下に報告する。

【目的】
　早期からの食事支援に注目する理由は
2 つある。1 つ目は ADL 向上・予後予測
を意識した関わりを行うためである。食
事に関して青木ら１）は急性期脳卒中患者
の FIM 下位項目は退院先の予測になりう
る因子として有意に関連することが明ら
かとなり、中でも「食事」・「社会的交流」
が重要であると述べている。発症早期か
ら安静度が床上であったとしても、食事
や社会的交流の自立度に着目して評価や
関わりを行うことで、早期 ADL 獲得や退
院先の拡大につながると考える。
　2 つ目は OT の専門性を発揮し病棟連

携強化を図るためである。食事支援に関
して OT は食具操作や自助具選定・作成、
食事前後の環境整備や姿勢準備を行うと
いったイメージで認識されている。これ
までも食事支援に関わっていたがスタッ
フ間の経験値や評価の視点、捉え方に個
人差があり各病棟スタッフとの連携にお
いて不十分な点があった。上記を踏まえ、
食事支援に関して OT 自身のスキルアッ
プが必要不可欠であり、他職種との連携
強化やより質の高い支援方法を模索する
中で、次のような取り組みを進めること
となった。

【食事支援方法と取り組み】
（1）知識・技術向上のための勉強会
　当院 ST と共同で食事支援に必要な内
容を様々なテーマ別に講義・実技・ディ
スカッション形式での勉強会を毎月開催
した（図１）。
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・以下写真は勉強会内容と一部風景を示す。
　1）当院における嚥下食（形態別例）
　　（図 2-1）（図 2-2）
　2）嚥下内視鏡検査（図 3）
　3）飲水介助の写真（図 4）

（2）病棟での食事支援
　リハビリ室での訓練にとどまらず実際
の食事時間に合わせて介入を行った。
　主な支援内容は以下の通り。
　1） 食事前ポジショニング（環境調整含む）
　2）食事中のペース配分や姿勢調整
　3）食具や食器の変更・動作指導

・実際に食事場面へ関わることで食事動
作のほかに嚥下状態や高次脳機能障害、
姿勢保持力や周囲の方との関わりなど多
くのことを評価・観察・支援することに
つながった。食事場面へ介入するにあた
り、勤務時刻を変更することでより積極
的な食事動作の評価・分析・治療的介入
を図ることが可能となった。（図５）

（3）食事申し送り表の作成と運用
　勉強会開催や実際の食事場面での介入
を進めていく中で、食事の申し送りにつ

（図 1）

（図 2 − 1）

（図 2 − 2）

（図 3）

（図４）

（図５）

（過去の勉強会よりテーマ一部抜粋）

食事動作の基本　 （食事とは・食事の重要性）
口腔嚥下機能　　 （解剖や嚥下障害について）
ポジショニング　　　　 （支援方法・工夫点）
上肢機能と食具　　 （自助具紹介と実技体験）
食事介助のコツ　 （工夫点・実際の介助方法）
当院での嚥下食　　　　　 （食形態別に実食）
嚥下内視鏡検査体験　 （医師の下、実技体験）



いて共有フォームがなく統一性に欠けて
いることに注目した。OT と ST だけでな
く、病棟との情報共有の円滑化や職種間
の連携強化に繋げられる新たな食事申し
送り表の作成を進め病棟で運用すること
となった。

【食事申し送り表について】
（1）作成前
　当院ではこれまでスタッフ各々が独自
の書式や方法で食事の申し送りを実施し
ていた。そのため病棟スタッフへの申し
送りに統一性がなく伝達方法が定まって
いない現状があった。また対象者に応じ
て申し送り表を作成するため業務量増加
となる一因でもあった。OT は手書き図
や写真を用いて（図 6）、ST は書面を用
いて作成していた（図 7）。

　従来の掲示物・申し送りに対する反応
として、他職種では理解できない内容が
ある、重複する内容があることや文字が
多く２枚別々だと見づらいといった意見
が挙がった。
　上記のような意見を踏まえ、OT・ST
間の共通事項や双方の伝えたい内容につ
いて図や写真を用いて食事準備・支援内
容をまとめ作成することとなった。

（2）試作版作成
　試作版では次のようなポイントを絞っ
て作成を行った（図 8）。
　１） 食事準備や介助内容は箇条書き
　２）右側に図や写真の併用・掲載
　３）ポジショニングは要点のみ
　４）申し送り表を１枚に統合

・さらに話合いを重ね検討した結果、新
たな修正点として文の長さや文面の違い、
写真や図が変更のたびに異なるといった
点が挙がった。簡潔で具体的な内容をよ
りわかりやすく伝えるため、ＯＴは姿勢
やポジショニングについて、ＳＴは食事
介助や食事形態、準備に関する項目につ
いてそれぞれの専門性を発揮しやすい内
容を再考することとなった。

住友 太郎様 ⾷事場⾯セッティング⽅法 

 

傾眠傾向の時が多く、頭頚部の保持が困難な場⾯あり。 
上記⽅法にて対応お願いいたします。 
不明点・改善点がありましたら連絡お願いします。  担当：OT 住友花⼦ 
 

⾸が傾きやすい。 

クッションやタオルを

挟んでポジショニング

お願いします。 
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（図６）
（図８）

食前
●とろみは100mlに1包
●水分の摂取方法はストロー　食事は匙
●汁物にはとろみ1/2量つける
●ゼリー類は砕く

食事中
●一口量はスプーン1/2杯
●4.5口毎にとろみ水を促す
●飲み込む際に左を向くように促す
●飲み込む際に顎を前方へ突き出す

食後
●食後口腔ケアはうがい禁
●食後ふき取り・ブラッシングのみ

　　住友太郎様食事摂取方法

自由記載

姿勢・ポジショニング
●足底にクッションを置く
●左肩から肘下にタオルを敷き詰める
●左腹横にクッションを詰める
●顎が少し引く高さに枕調整
●背中とベッドの間にタオルを敷きこむ

住友 太郎様  

リハビリ担当：ST 住友花⼦ 

＜食事前の注意点＞ 

① 食前後に口腔ケア・吸引 

② 飲水は 300ｍｌにとろみ一包使用（スプーン摂取） 

内服は粉砕し、とろみ水で摂取 

③ ポジショニングは、まずフラットの時に身体を一番上 

まで引き上げギャッジアップ（約 58 度以上） 

④ 一口ずつ嚥下してから次の一口を摂取 

⑤ 副食を二口摂取後はお茶ゼリーを二口摂取 

⑥ 食事終了後は必ずお茶ゼリーを四口程度摂取し終了。 

（図７）



（3）完成版
　完成版は簡潔でわかりやすさを意識し、
文言を簡潔な内容でリスト化し選択式に
変更することで簡略化を図った。主に要
点は次の 5 か所。（図 9）

　1） 日付の自動入力化
　2）姿勢のポイント
　・スタッフがモデルとなり撮影
　・姿勢パターンを 6 通り作成
　　（ベッド座位や円背者、片麻痺患者など）
　・ 注意点は頭頚部・体幹・上肢・下肢

４か所
　・ 4 か所の援助内容のリスト化（選択式）
　3 ）食事に関する支援援助内容を７項目

選定
　・ 7 項目の支援内容のリスト化（選択式）
　4）フリースペースの拡張
　　（特記事項・注意点の記載など）
　5）食後の対応・担当者名の記載

【結果】
　運用開始後より微修正を加え、電子カ
ルテ内で申し送り表作成が可能となった。
実際に掲示することで目にする機会が増
え、準備や支援の流れを一貫して認識で
き、要点のリスト化や図の使用により理
解のしやすさが向上したといった意見を
多く得た。また、専門用語を減らし家族
に対しても理解しやすい文言やレイアウ
トの工夫を加えたことで多職種にも伝わ
りやすくなった。
　食事申し送り表作成にあたり、OT と
ST 間での視点の違いを調整しながら申
し送り表を作成する過程を通じ、それぞ
れの専門性を組み合わせることができた。
これにより実際の食事場面への介入頻度
や協力頻度が増加し、個別性のある支援
や双方からの提案が行えやすくなった。

【考察】
　今回の取り組みにより、食事支援にお
いては姿勢や環境調整が上肢機能の発揮
や動作獲得に直結することを再確認でき、
OT の役割や支援の幅広さを再考する機
会となった。また、勉強会や実際の食事
場面への介入、食事申し送り表の作成と
運用を通して食事形態の変更基準や介助
の工夫を学び、即時的に支援へ反映でき
るスキル向上の必要性を実感した。
　一方で、各病棟への周知不足やポジショ
ニング例の限界（難病者は個別に作成が
必須）、印刷機器の制約による視認性の問
題といった課題も明らかになった。さら
に、病棟スタッフ毎の食事支援スキルに
差があるため、各病棟別における勉強会
の開催や申し送り表の浸透を通じて全ス
タッフが一定水準の支援を行える体制づ
くりが必要である。今後も OT として、
多職種と連携しながら「誰が支援しても
同じ質の食事支援を提供できる体制」を
目指し、支援ポイントや介助技術をわか
りやすく共有し、先を見据えた支援へと
つなげていきたい。

2025/11/12

住友　太郎　様　食事注意点

姿
勢
の
ポ
イ
ン
ト

枕を入れあごを軽く引く

深く腰掛ける

腕の下にクッションを敷く

足裏にクッションを置く

準備物

介助方法 自力摂取

口腔ケア 食後のみ必要 口腔ケアガーゼのみ

内服 錠剤 水分

食後１５～３０分程30度ほど体を起こすようにしてください。
ご協力よろしくお願いいたします。リハビリ担当：

吸引 食後のみ

飲水とろみ 600mlに1包

一口量 中さじ１杯

義⻭ エプロン ストロー スプーン ⾃助フォーク ⾃助お箸 汁物とろみ お粥とろみ
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（図９）
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【結論】
　本取り組みにより、食事支援に関する
申し送り表の運用は、OT と ST の専門性
を統合し、多職種間で共有可能な支援ツー
ルとして有用であることが示された。今
後は、病棟スタッフへの周知と教育を継
続的に行うことで、食事支援の標準化と
質の向上を図り、誰が関わっても同等の
支援を提供できる体制構築を目指してい
く。

【利益相反】
　本投稿に関して、発表者が開示すべき
COI 関係にある企業などはありません。

【謝辞】
　今回の投稿にあたり、協力していただ
いた当院職員に感謝申し上げます。
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中患者の FIM 下位項目と退院先の影
響因子
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　　Rehabilitation Science vol11, 2020
２） 佐藤彰鉱：がんばらなくても誤嚥は

減らせるシンプル食サポート，医歯
薬出版株式会社， 2019

３） 佐藤彰紘：食べる楽しみを支える，作
業療法ジャーナル， vol52, no7, 2018

４） 生田宗博：I・ADL 第３版作業療法の
戦略・戦術・技術，三輪書店，2013
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理学療法学科　業績一覧（2024年1月1日〜2024年12月31日）

【学会発表（筆頭演者のみ）】

発表演題・発表者
発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌等
または発表学会等の名称

① 腰部脊柱管狭窄症術前から術後3ヵ月における身体
活動量の回復に関与する因子～Minimal clinically 
important difference（MCID）を超えた改善を示す
患者の特性～

　発表者：石川 拓実

2024 年 11 月
第52回
四国理学療法士学会

【講演・座長】

講演演題・座長担当学会・講演者・座長名
発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌等
または発表学会等の名称

① 第1268回　臨床実習指導者講習会
　講師：渡部 里佳

2024 年 8 月 河原医療大学校

①第12回日本運動器理学療法学会学術大会・一般演題
　座長：土居 誠治

2024 年 9 月
日本運動器理学療法学会
学術大会

②第1274回　臨床実習指導者講習会
　講師：土居 誠治

2024 年 9 月 四国中央医療福祉総合学院

③ 職場における転倒予防・腰痛予防のための職場改善
と健康づくりの取り組みについて

　発表者：土居 誠治
2024 年 6 月 松山労働基準監督署

④ 運動機能チェックとメタボチェックから考える健康
経営に必要な対策

　発表者：土居 誠治
2024 年 11 月

愛媛県産業保健総合支援
センター主催
産業保健セミナー

①第1228回　臨床実習指導者講習会
　講師：楠 大吾

2024 年 5 月 愛媛十全医療学院

①第52回四国理学療法士学会・一般演題
　座長：石川 拓実

2024 年 11 月
第52回
四国理学療法士学会

愛媛十全医療学院紀要　第 18 号　2025．12（P.43 − P.48）
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【その他の活動・取得資格】

取得資格・活動名
（各種団体役員・公的委託業務など）

取得年月 団体名

① （公社）愛媛県理学療法士会
　副会長・事務局長：土居 誠治

2024 年 6 月
（公社）
愛媛県理学療法士会

②（公社）愛媛県理学療法士会
　臨床実習指導者講習会
　運営責任者：土居 誠治

2024 年 6 月
（公社）
愛媛県理学療法士会

③（公社）日本理学療法士協会　認定理学療法士
　部会長：土居 誠治

2024 年 6 月
（公社）
日本理学療法士協会

④（公社）日本理学療法士協会　新入会促進検討部会
　委員：土居 誠治

2024 年 6 月
（公社）
日本理学療法士協会

⑤四国理学療法士学会
　評議委員：土居 誠治

2024 年 4 月 四国理学療法士会学会

⑥理学療法ジャーナル
　編集同人：土居 誠治

2024 年 6 月 医学書院

⑦ 日本学術振興会（JSPS）科研費，基礎研究C，
　JP21K11287，携帯型機能的電気刺激装置による
　変形性膝関節症の歩容改善
　担当者：土居 誠治

2024 年 4 月 日本学術振興会（JSPS）

⑧松山市介護認定審査会
　委員：土居 誠治

2024 年 4 月 松山市

⑨３学会合同呼吸療法認定士
　担当者：土居 誠治

2024 年 12 月
３学会合同呼吸療法
認定士認定委員会

⑩（公社）日本理学療法士協会　専門理学療法士
　委員：土居 誠治

2024 年 6 月
（公社）
日本理学療法士協会

⑪第52回四国理学療法士学会
　準備委員長：土居 誠治

2024 年 11 月 四国理学療法士学会

①第52回四国理学療法士学会
　事務局長：楠 大吾

2024 年 11 月 四国理学療法士学会

②（公社）愛媛県理学療法士会
　事務局 総務部長：楠 大吾

2024 年 6 月
（公社）
愛媛県理学療法士会
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①３学会合同呼吸療法認定士
　担当者：石川 拓実

2024 年 1 月
３学会合同呼吸療法
認定士認定委員会
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【講演・座長】

講演演題・座長担当学会・講演者・座長名
発行または
発表の年月

発行所、発表雑誌等
または発表学会等の名称

① 東温市立西谷小学校　学校保健委員会　保健事業 
　講師：三澤 一登

2024 年 1 月 東温市教育委員会

② 徳島県地域医療介護総合確保事業介護予防
　推進リーダー研修　
　講師：三澤 一登

2024 年 3 月
（一社）
徳島県作業療法士協会

③  JDDnet 愛媛　定例会 特別講演
　講師：三澤 一登

2024 年 3 月 JDDnet 愛媛

④ 東温市教育委員会
　特別支援教育コーディネーター研修　
　講師：三澤 一登

2024 年 4 月 東温市教育委員会

⑤ （公社）愛媛県作業療法士会
　作業療法士管理者研修会　
　講師：三澤 一登

2024 年 5 月
（公社）
愛媛県作業療法士会

⑥ 認定作業療法士協会認定作業療法士取得研修
　講師：三澤 一登

2024 年 6 月
（一社）
日本作業療法士協会

⑦東温市教育委員会
　特別支援教育コーディネーター研修
　講師：三澤 一登

2024 年 10 月 東温市教育委員会

⑧第20回　日本発達障害ネットワーク年次大会
　シンポジウム
　座長：三澤 一登

2024 年 12 月
（一社）日本発達障害
ネットワーク

①現職者共通研修（職業倫理）
　講師：福田 靖

2024 年 10 月
（公社）
愛媛県作業療法士会

作業療法学科　業績一覧（2024年1月1日〜2024年12月31日）
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【その他の活動・取得資格】

取得資格・活動名
（各種団体役員・公的委託業務など）

取得年月 団体名

① 東温市障害支援区分認定審査会
　委員：三澤 一登

2024 年 4 月 東温市障害福祉課

② 東温市特別支援教育
　巡回相談員：三澤 一登

2024 年 4 月 東温市教育委員会

③東温市特別支援連携協議会及び子育て支援事業協議会
　委員：三澤 一登

2024 年 4 月 東温市教育委員会

④ 愛媛県立東温高校（介護職員初任者研修）
　講師：三澤 一登

2024 年 4 月 愛媛県教育委員会

⑤愛媛県作業療法士会　第24回愛媛県作業療法学会
　査読依頼：三澤 一登

2024 年 4 月
（公社）　
愛媛県作業療法士会

⑥久万高原町主催　母子保健関連事業　フローアップ
　支援
　協力員：三澤 一登

2024 年 5 月 久万高原町　障害福祉課

⑦愛媛県教育委員会　専門家チーム
　委員：三澤 一登

2024 年 6 月 愛媛県教育委員会

⑧ 公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会
構成員

　委員依頼：三澤 一登
2024 年 6 月

国土交通省総合政策局
バリアフリー政策課

⑨高齢者・障害者等の移動の円滑等に配慮した
　兼特設計標準に関するフォローアップ会議
　委員依頼：三澤 一登

2024 年 7 月
国土交通省総合政策局
バリアフリー政策課

① （一社）リハビリテーション教育評価機構
　評価認定委員会
　評価員：福田 靖

2024 年 4 月
（一社）
リハビリテーション
教育評価機構
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【その他の活動・取得資格】

取得資格・活動名
（各種団体役員・公的委託業務など）

取得年月 団体名

① 臨床実習指導者実践研修修了者　
　取得者：石川 武史

2024 年 3 月
（一社）
日本作業療法士協会

①愛媛作業療法士会査読委員
　担当者：渡辺 学

2024 年 3 月
（一社）
日本作業療法士協会

リハビリテーション科　業績一覧（2024年1月1日〜2024年12月31日）
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投 規 ・ 筆 定稿 定 執 規

【投稿規程】

１．本誌の目的
　　① 理学療法・作業療法・言語聴覚療法および関連する分野の研究を公表し，愛媛十全

医療学院の在校生・教職員・卒業生の学術活動に寄与することを目的とします。
２．投稿者の資格

本誌への投稿は，本学院及び附属病院の職員，本学院の卒業生，本学院・附属病院の
関係者とします。共著者に関してはこの限りではありません。

３．投稿内容
①研究論文(原著)：新規性および独創性に優れており，明確な結論を提示した論文。
②症例研究　　　： 症例の臨床的問題や治療結果について科学的に検証し，考察した

論文。
③短報　　　　　：研究の経過報告・略報として簡潔にまとめた研究論文。
④その他　　　　： システマティックレビュー，症例報告，実践報告, 調査報告，治

療技術紹介など紀要編集委員会で掲載が適切と判断された論文お
よび記事。

４．投稿条件
投稿原稿は，他誌に掲載，または投稿中の原稿でないこととします。本規程および執
筆規程にしたがって作成してください。

５．利益相反
利益相反の可能性がある事項（コンサルタント料，寄付金，特許など）は本文中に記
載してください。

６．著作権
学院紀要に掲載された論文の著作権は，愛媛十全医療学院に属します。また，本誌に
掲載された論文は，国立国会図書館に納本されオンライン公開されます。

７．研究倫理
投稿内容に関しては，ヘルシンキ宣言や厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に
関する倫理指針」（下記URL参照）などの医学研究に関する指針に基づき対象者の
保護に留意し，説明と同意などの倫理的配慮に関する記述を必ず行ってください。ま
た，3−①の研究論文に関しては研究実施にあたり，愛媛十全医療学院倫理委員会及
び，所属研究機関あるいは所属施設の倫理委員会ないしそれに準ずる機関の承認を得
ることを必須とし，倫理審査委員会名および承認番号（または承認年月日）を必ず記
載してください。なお，倫理審査委員会より承認の非該当となった場合には，その旨
を記載してください。3−②～④の症例研究・短報・その他に関しては，倫理委員会
の承認は必須ではないですが，倫理に配慮して投稿してください。
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　・厚生労働省　倫理指針http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/
８．原稿の採択

原稿の採否は複数の査読者の意見を参考に紀要編集委員会において決定します。査読
の結果，編集方針にしたがって原稿の修正を求めることがあります。修正を求められ
たら随時修正して再提出してください。また，必要に応じて紀要編集委員会の責任に
おいて字句の訂正を行うことがあります。

９．校正
著者校正は原則として1 回とし，誤字脱字を除く文章および図表の変更は原則として
認めません。

10．投稿原稿の送付先
　　①原稿送付方法

「紀要原稿在中」と記載し，簡易書留にて下記まで送付してください。
送付先：〒791-0385　愛媛県東温市南方561　愛媛十全医療学院内　紀要編集委員会
電子データによる提出を推奨しています。詳細は，紀要編集委員会までお問い合わ
せください。

　　②問合せ先
　愛媛十全医療学院　TEL：089-966-4573（紀要編集委員会までお問い合わせください。）

【執筆規程】

１．論文の構成
　　①標題(表題) ： 内容を具体的かつ的確に表現し，簡潔に記載してください。原則と

して略語・略称は用いないようにお願いします。
　　②著者名 ： 著者はオーサーシップに留意して，当該研究・執筆に貢献が多い人

を必要最少限に記載してください。
　　③要旨 ： 「目的」「方法」「結果」「結論」について項目を分けて簡潔に記

載してください。また，研究論文（原著），短報以外の記事の種類
の論文においては，著者の判断で項目名を変更しても構いません。

　　④キーワード ：3 つとします。
　　⑤本文 ： 本文は原則下記の項目に沿って本文を構成してください。ただし，

研究論文（原著），短報以外の記事の種類の論文においては，著者
の判断で項目名を変更しても構いません。

　　はじめに
研究の背景，臨床的意義，研究目的，主題の範囲，先行研究との関連性の明示など
を記載してください。

　　対象および方法
研究内容を第三者が追試できるように記述してください。レントゲン撮影や侵襲を
伴う研究方法がなされた場合は，抄録中にそれを実際に施行した人の職種を明記し
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てください。レントゲン等に関しては個人が特定できないように配慮してくださ
い。また，倫理的配慮に関する記載も明記してください。

　　結果
研究結果を本文および図表を用いて記述してください。データは，検証，追試を行
いやすいように図（グラフ）よりも表にして数値で示すように留意してください。

　　考察
　結果の分析・評価，今後の課題，など論理的飛躍のないように記載してください。

　　結論
 　研究で得られた結論を簡潔に記載してください。

　　利益相反
　利益相反の有無について記載してください。

　　謝辞
　著者資格には該当しない研究への貢献者については謝辞に記載してください。

　　文献
　引用文献のみ記載してください。

２．投稿原稿の構成
　　①原稿は全て横書きにしてください。
　　　本文，図表，図表の説明文，補遺で構成し，そのまま掲載できるように作成してください。
　　②原稿の1ページ目に表題，著者・共同演者の氏名，所属を明記してください。
　　③投稿原稿の書式
　　・Office Word（2010以降）で作成してください。
　　・ 用紙はA4縦1枚，明朝体10.5ポイント，段組2段にて設定してください。図・表・グ

ラフについては，白黒で作成し別紙のごとく本文枠に一致させてください。
　　・文字種についての注意

JIS　第1，第2水準で規定されている文字以外は原則として使用できません（人名
も含む）。特に以下に示すような機種依存文字の使用は絶対に避けてください。コ
ンピューターの機種によって全く互換性がなく，他の機種では正常に表示されませ
ん。

　　　※使用できない代表的な機種依存文字
　　　　　囲み文字　： ①　②　③　④　⑤…　→　使用禁止
　　　　　ローマ数字： Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　Ⅴ…　→　使用禁止
　　　　　単位記号　： mm  cm  km  mg  kg  cc  ㎡…　→　半角を使用
　　　　　略語記号　： ㈹　㈸　㈱　㈳　㈻　㍾　㍽　㍼　㍻…　→　全角入力
　　　　　これらの機種依存文字は半角英数文字や他の文字で全て代用可能です。
　　　※以下の全角記号は使用可能です。（JIS　第1，第2水準で規定されています）

　　→←↑↓％‰Å＋−±×÷＝≠≒≦≧α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ など
Ｖドットなどの一部記号については文字種が用意されていないため，表示でき
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ません。このような場合はＶ(dot)と半角英数で入力してください。印刷時に
交換致します。
半角カタカナも文字化けの原因となるため使用できません。必ず全角カタカナ
を使用してください。

３．要旨
論文の冒頭に和文の要旨（300字～400 字程度）をつけてください。

４．図表
図・写真・表：図・表は本文に出てくる順に，それぞれ本文中に一連番号をつけてく
ださい。図の番号および表題は図の下に，表の場合は表の上につけてください。図・
表を転載する際は，個人が特定できないように配慮して，投稿前に著者の責任で転載
許可をとってください。図表の説明（キャプション）は図表の後に頁をあらたにして
記載してください。
スライド図・表は投稿用に作成し直すようにしてください。

５．文献
引用文献は本文の引用順に並べてください。雑誌の場合は著者氏名，論文題目，雑誌
名，西暦年号，巻，頁（最初−最終）の順に書き，単行本の場合は著者氏名，書名，
編集者名，発行所名，発行地，西暦年号，頁を記載してください。引用文献の著者氏
名が3名以上の場合は最初の2名を記載してください。

６．数量の単位
単位は原則として国際単位系（SI 単位）を用いて，長さ：m，質量：kg，時間：s，
温度：℃，周波数：Hz 等を使用してください。

７．略語
略語は初出時にフルスペルあるいは，必要に応じて和訳も記載してください。

８．機器名の記載法
機器名は，「一般名（会社名，製品名）」で表記してください。なお，統計ソフトは
「製品名，バージョン番号，会社名」を記載してください。

９．その他
　　①必要がない限り表に縦線は使用しないでください。
　　②表・図（写真を含む）の挿入位置は，なるべく本文の右欄外に記載してください。
　　③本文には行番号およびページ番号を必ず記載してください。
10．附則

（愛媛十全医療学院　投稿規定・執筆規定は，平成30年4月1日より施行）



　愛媛十全医療学院紀要第 18 巻の刊行にあたり、ご執筆・ご協力を賜り
ました諸先生方、関係各位に心より御礼申し上げます。多忙な中にもかか
わらず、貴重なご研究成果をお寄せいただき、こうして本巻を世に送り出
すことができましたことは、編集委員一同の大きな喜びであります。
　社会の動向が日々大きく変化し、理学療法士・作業療法士の職域拡大も
求められています。医療・研究活動もまた、その変化に応答し不断の探究
を重ねることが必要です。本紀要が、そうした知的営みの一端を担い、学
術的な交流と発展の場として機能し続けることを願ってやみません。
　次号以降も、より一層の充実を図るべく、研究の多様性と新たな知見の
共有に努めてまいる所存です。今後とも本紀要への変わらぬご支援とご指
導を賜りますようお願い申し上げます。
　末筆ながら、本巻が読者各位の研究・臨床現場に少しでも資するもので
あれば幸甚に存じます。

紀要委員

編 後集 記

愛媛十全医療学院紀要　第18巻

2025年12月1日　発行
編 集 ・ 発 行　　愛媛十全医療学院紀要委員会
紀 要 委 員　　岩本　英毅（愛媛十全医療学院）
　　　　　　　　木下　清美（愛媛十全医療学院）
　　　　　　　　楠　　大吾（愛媛十全医療学院）
　　　　　　　　福田　　靖（愛媛十全医療学院）
発　　行　　所　　愛媛十全医療学院
　　　　　　　　〒 791-0385
　　　　　　　　愛媛県東温市南方 561
　　　　　　　　TEL 089-966-4573
　　　　　　　　FAX 089-966-3924
印　　刷　　所　　株式会社  明朗社
　　　　　　　　〒 791-2112
　　　　　　　　愛媛県伊予郡砥部町重光 150 番地 1
　　　　　　　　TEL 089-958-6868
　　　　　　　　FAX 089-958-7101


